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は
じ
め
に

　

松
平
造
酒
助
久
茂
（
以
下
造
酒
助
と
略
す
）
は
庄
内

藩
の
組
頭
で
あ
り
、
家
禄
一
四
〇
〇
石
の
上
級
武
士
で

あ
る
。
造
酒
助
は
、
庄
内
藩
の
江
戸
市
中
取
締
を
主
導

す
る
組
頭
と
し
て
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
八
月
よ

り
翌
慶
応
元
年
八
月
ま
で
約
十
三
ヶ
月
間
に
わ
た
り
江

戸
に
在
勤
し
た
。
江
戸
在
勤
中
に
国
元
の
家
族
へ
向
け
て
、
五
〇
冊
も
の
日
記
（『
松

平
造
酒
助
江
戸
在
勤
日
記
』
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
、
以
下
『
日
記
』
と
略

す
）
と
、
一
〇
〇
通
を
超
え
る
書
簡
（「
松
平
武
右
衛
門
文
書 

造
酒
助
書
簡
」
鶴
岡

市
郷
土
資
料
館
所
蔵
、
以
下
「
造
酒
助
書
簡
」
と
略
す
）
を
記
し
、
幸
便
や
飛
脚
が

出
る
ご
と
に
送
り
、
江
戸
で
の
生
活
や
、
そ
の
勤
務
の
状
況
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
絵
に
長
け
た
造
酒
助
は
、
国
元
の
子
供
た
ち
が
楽
し
め
る
よ
う
に
と
、『
日

記
』
や
「
造
酒
助
書
簡
」
に
か
わ
い
ら
し
い
挿
絵
（
図
1
）
を
沢
山
描
い
て
お
り
、

造
酒
助
の
長
屋
で
の
様
子
、
江
戸
市
中
の
様
子
な
ど
も
描
か
れ
る
。
挿
絵
か
ら
当
時

の
造
酒
助
の
心
情
が
わ
か
る
だ
け
で
な
く
、
廻
り
・
捕
り
物
や
新
徴
組
な
ど
、
江
戸

市
中
取
締
の
様
子
を
描
い
た
貴
重
な
絵
画
資
料
で
も
あ
る
。

　

起
床
か
ら
就
寝
ま
で
の
出
来
事
を
詳
細
に
記
し
た
『
日
記
』
と
、
国
元
の
家
族
か

ら
の
問
い
に
答
え
造
酒
助
の
考
え
が
記
さ
れ
る
「
造
酒
助
書
簡
」
で
あ
る
が
、
全
く

同
時
期
に
作
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
相
互
補
完
関
係
に
あ
り
、『
日
記
』
の
み
、「
造

酒
助
書
簡
」
の
み
で
は
理
解
で
き
な
い
部
分
も
、
双
方
を
研
究
す
る
こ
と
で
理
解
が

深
ま
る
も
の
で
あ
っ
た（

（
（

。

　

造
酒
助
が
従
事
し
た
庄
内
藩
の
江
戸
市
中
取
締
に
関
す
る
研
究
は
、「
造
酒
助
書

簡
」
を
中
心
と
し
た
今
野
章
氏
に
よ
る
研
究
成
果（

（
（

が
存
在
す
る
が
、
未
だ
解
明
さ
れ

て
い
な
い
点
も
多
く
、
研
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、『
日
記
』
や

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
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本
稿
は
、
幕
末
の
庄
内
藩
の
江
戸
市
中
取
締
に
つ
い
て
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博

物
館
所
蔵
『
松
平
造
酒
助
江
戸
在
勤
日
記
』、
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
「
松
平

武
右
衛
門
文
書　

造
酒
助
書
簡
」
を
素
材
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

慶
応
元
年
五
月
、
江
戸
市
中
取
締
が
第
二
次
長
州
征
伐
を
契
機
に
庄
内
藩
一
手

持
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
庄
内
藩
御
家
中
組
に
よ
る
市
中
取
締
の
体
制
が
変
化

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
庄
内
藩
一
手
持
と
な
る
に
あ
た
り
、
幕
府
か
ら
体

制
強
化
を
求
め
ら
れ
、
松
平
造
酒
助
が
榊
原
十
兵
衛
と
と
も
に
新
た
な
体
制
を
築

い
た
。
そ
れ
ま
で
江
戸
市
中
取
締
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
「
非
常
詰
・
宅
非
常
持
・

忍
御
供
・
廻
り
・
大
非
番
」
の
四
日
一
単
位
の
体
制
で
あ
っ
た
が
、
一
日
に
十
三

組
に
よ
る
廻
り
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
廻
り
を
一
日
増
や
し
た
五
日
一
単
位
の
体

制
と
し
た
。
廻
り
の
時
間
も
夜
中
、
身
分
を
隠
し
た
忍
び
廻
り
と
す
る
な
ど
、
庄

内
藩
江
戸
市
中
取
締
体
制
の
変
革
が
行
わ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、『
松
平
造
酒
助
江
戸
在
勤
日
記
』・「
松
平
武
右
衛
門
文
書　

造
酒
助

書
簡
」
に
記
載
さ
れ
る
江
戸
市
中
取
締
の
事
件
を
取
上
げ
、
町
奉
行
所
と
の
関
係

の
変
化
を
示
し
た
。
元
治
元
年
当
時
、
町
奉
行
所
の
指
図
で
不
逞
浪
士
の
捕
縛
を

行
い
、
捕
縛
し
た
犯
人
は
町
奉
行
所
へ
届
け
る
な
ど
、
町
奉
行
所
と
の
連
携
が
図

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
江
戸
市
中
が
静
謐
と
な
り
不
逞
浪
士
の
捕
縛
が
無
く
な

る
と
、
町
奉
行
所
へ
は
届
け
ず
、
庄
内
藩
独
自
の
判
断
で
内
済
す
る
よ
う
に
な
り
、

江
戸
町
奉
行
所
と
の
関
係
は
大
き
く
変
化
し
た
。

根　

本　

佐
智
子

【 

論
文 

】
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図 1　『日記』 ［二一冊表紙］
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「
造
酒
助
書
簡
」
に
記
さ
れ
た
内
容
か
ら
、
造
酒
助
が
主
導
し
た
江
戸
市
中
取
締
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。
特
に
、
複
数
藩
が
命
じ
ら
れ

て
い
た
時
期
の
江
戸
市
中
取
締
の
体
制
と
、
江
戸
市
中
取
締
が
庄
内
藩
一
手
持
と
な

っ
た
後
の
体
制
の
変
化
に
つ
い
て
注
目
す
る
。
ま
た
、
造
酒
助
在
勤
中
に
起
こ
っ
た

江
戸
市
中
取
締
の
事
件
に
つ
い
て
、
造
酒
助
た
ち
庄
内
藩
士
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し

た
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

庄
内
藩
江
戸
市
中
取
締
と
は

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
） 

四
月
四
日
、
英
国
軍
艦
神
奈
川
沖
到
来
に
よ
る
都
下
騒

擾
の
た
め
、
幕
府
は
庄
内
藩
ほ
か
五
藩
に
江
戸
市
中
取
締
を
命
じ
た
。
江
戸
市
中
取

締
と
は
江
戸
の
治
安
維
持
活
動
の
こ
と
で
、「
銘
々
は
人
数
指
出
、
昼
夜
ニ
不
限
御

府
内
見
廻
り
、
狼
藉
者
見
懸
次
第
無
用
捨
召
捕
、
時
宜
に
寄
打
果
し
候
而
も
不
苦
、

委
細
之
義
町
奉
行
可
被
申
談
候（

（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
市
中
を
警
邏
し
、
狼
藉
者

を
見
つ
け
次
第
捕
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
庄
内
藩
は
そ
の
数
日
後
に
は
新

徴
組
を
委
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
庄
内
藩
士
に
よ
る
江
戸
市
中
取
締
は
一
旦
御
免

と
な
っ
た
。

　

同
年
十
月
二
六
日
、
再
び
幕
府
は
庄
内
藩
を
始
め
十
三
藩
に
江
戸
市
中
取
締
を
命

じ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
中
老
松
平
権
十
郎
を
筆
頭
に
藩
士
七
十
余
人
に
出
府
を
命
じ
、

一
行
は
十
二
月
十
六
日
に
到
着
。
庄
内
藩
に
よ
る
江
戸
市
中
取
締
が
開
始
さ
れ
た
。

以
後
続
々
と
庄
内
藩
士
お
よ
び
無
役
の
嫡
子
二
三
男
が
一
年
交
代
で
江
戸
へ
派
遣
さ

れ
、
江
戸
市
中
取
締
に
従
事
し
た
。
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
春
に
は
第
二
次
長
州

征
伐
に
伴
い
、
江
戸
市
中
取
締
は
庄
内
藩
一
手
持
と
な
り
、
そ
の
後
、
薩
摩
屋
敷
焼

き
討
ち
な
ど
を
経
て
、
慶
応
四
年
二
月
に
国
元
へ
戻
る
ま
で
、
庄
内
藩
が
江
戸
市
中

取
締
を
担
っ
た
。

　

文
久
三
年
十
二
月
に
三
二
歳
で
父
松
平
武
右
衛
門
久
徴
の
跡
を
継
ぎ
、
翌
正
月
に

組
頭
と
な
っ
た
ば
か
り
の
造
酒
助
は
、
既
に
江
戸
で
江
戸
市
中
取
締
に
従
事
し
て
い

る
水
野
藤
彌
組
と
の
交
代
と
し
て
、
二
五
人
の
造
酒
助
組
の
者
と
共
に
江
戸
在
勤
を

命
じ
ら
れ
、
元
治
元
年
八
月
四
日
に
庄
内
を
発
し
、
同
十
九
日
に
江
戸
へ
到
着
し
た
。

　

造
酒
助
が
江
戸
に
到
着
し
た
翌
々
日
の
二
一
日
、
庄
内
藩
は
幕
府
よ
り
長
州
征
伐

御
旗
本
御
先
手
御
供
（
先
陣
）
を
拝
命
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
造
酒
助
は
中
老
酒
井
兵

部
よ
り
庄
内
藩
の
一
ノ
手
を
命
じ
ら
れ
、
武
具
の
準
備
や
そ
の
武
具
を
大
坂
ま
で
蒸

気
船
で
運
ぶ
手
配
な
ど
、
到
着
早
々
そ
の
準
備
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
。『
日
記
』
に

も
「
一
、
何
廉
整
上
度
候
得
共
大
混
雑
ニ
て
考
も
何
ニ
も
気
付
不
申
、
神
田
橋
へ
の

往
来
道
尓
今
覚
不
申
、
道
々
色
々
義
考
、
不
気
量
者
別
て
心
配
ニ
御
座
候
、
登
前
ニ

は
廻
方
控
等
早
速
覚
申
度
心
組
も
い
た
し
候
得
共
、
案
外
之
事
出
来
、
実
ニ
不
容
易
、

国
ノ
大
事
不
過
之
、
忙
然
と
し
て
居
候
様
御
座
候
」［
二
冊
九
月
二
日
］
と
記
し
、
江
戸

市
中
取
締
に
従
事
す
る
つ
も
り
で
上
京
し
た
が
、
長
州
征
伐
の
準
備
で
精
一
杯
に
な

っ
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
準
備
に
奔
走
し
た
長
州
征
伐
で
あ
る
が
、

庄
内
藩
は
同
年
九
月
二
四
日
に
江
戸
市
中
取
締
を
理
由
に
「
御
免
」
と
な
る
。『
日

記
』
に
は
「
大
気
弛
ミ
あ
ん
と
い
た
し
大
草
臥
」［
六
冊
九
月
二
四
日
］ 

と
安
堵
し
、
顔

も
弛
ん
で
し
ま
っ
た
自
画
像
の
挿
絵
（
図
2
）
が
描
か
れ
た
。

　

長
州
征
伐
御
免
以
降
、
造
酒
助
は
組
頭
と
し
て
、
市
中
廻
の
監
督
、
捕
縛
し
た
浪

士
の
届
書
や
尋
問
し
た
際
の
口
上
書
、
捕
縛
模
様
の
委
細
な
ど
を
書
付
に
し
て
上
屋

敷
御
用
所
や
町
奉
行
所
へ
提
出
す
る
な
ど
の
任
に
当
た
っ
た
。
さ
ら
に
元
治
元
年
十

月
十
八
日
に
は
「
急
速
御
人
数
繰
出
候
節
御
用
取
調
掛
」
を
拝
命
し（

（
（

、
緊
急
時
の
軍

備
計
画
を
策
定
す
る
任
も
担
っ
た
。
こ

の
任
務
は
当
初
庄
内
藩
軍
学
師
範
で
あ

る
秋
保
政
右
衛
門
と
共
に
当
た
っ
た

が
、
十
一
月
、
政
右
衛
門
が
養
生
の
た

め
帰
郷
し
、
そ
の
後
は
造
酒
助
一
人
で

図 2　『日記』
［六冊九月二四日］
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務
め
た
。
造
酒
助
は
増
員
を
求
め
た
が
、
中
老
酒
井
兵
部
か
ら
は
一
人
で
然
る
べ
し

と
太
鼓
判
を
押
さ
れ
、
小
姓
頭
の
榊
原
隼
人
か
ら
も
小
姓
頭
に
は
適
任
者
が
無
い
か

ら
と
、
協
力
を
約
束
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
同
役
の
組
頭
竹
内
主
馬
（
兵
衛
）
は
職
務
に
積

極
的
で
は
な
く
、
造
酒
助
が
一
人
で
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
特

に
、
元
治
元
年
十
月
、
十
一
月
は
長
州
征
伐
の
た
め
に
国
元
か
ら
動
員
し
た
者
、
同

様
に
八
月
に
交
代
で
帰
郷
す
る
は
ず
が
江
戸
に
留
ま
っ
た
者
な
ど
多
く
の
庄
内
藩
士

が
江
戸
に
あ
り
、
帰
郷
・
残
留
な
ど
を
判
断
す
る
必
要
か
ら
、
江
戸
市
中
取
締
の
体

制
を
再
編
す
る
適
時
で
あ
っ
た
。

日
々
取
込
ハ
先
日
申
上
候
急
速
御
人
数
出
候
節
調
取
扱
被
仰
付
、
政
右
衛
門
大
体
出

来
、
□
し
下
候
得
共
、
此
度
二
十
人
為
御
登
御
人
数
と
此
方
ニ
居
候
五
十
人
余
と
御

備
組
と
三
ツ
ニ
分
、
平
日
は
非
常
詰
・
市
中
廻
・
忍
御
供
、
急
速
之
節
大
炮
組
ニ
て

出
候
事
、
尤
西
洋
大
炮
ホ
ー
ト
為
御
打
、
其
稽
古
立
方
、
且
是
迄
寄
合
組
と
て
頭
も

無
之
処
、
松
宮
源
大
夫
と
榊
原
十
兵
衛
へ
在
勤
中
御
預
ヶ
［
十
九
冊
十
一
月
二
七
日
］

　

こ
の
よ
う
に
、
造
酒
助
は
政
右
衛
門
に
よ
り
作
ら
れ
た
案
を
も
と
に
し
て
、
江
戸

市
中
取
締
の
組
編
成
、
勤
め
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
整
え
、
寄
合
組
の
頭
の
任
命
な

ど
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
西
洋
銃
砲
の
必
要
性
に
気
づ
き
、
直
ち
に
西
洋
砲
の
訓
練
を

江
戸
市
中
取
締
の
訓
練
に
取
り
入
れ
、
庄
内
藩
の
軍
備
の
西
洋
化
に
も
大
き
く
影
響

を
与
え
た（

（
（

。

二　

一
手
持
以
前
の
江
戸
市
中
取
締
の
体
制

　

こ
う
し
て
造
酒
助
に
よ
り
整
え
ら
れ
た
江
戸
市
中
取
締
の
体
制
で
あ
る
が
、
造
酒

助
が
江
戸
に
上
る
以
前
の
体
制
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
市

中
取
締
に
従
事
し
た
寄
合
組
世
話
役
犬
塚
甚
之
助
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
日
記
で
あ
る

「
東
役
飛
翰（

（
（

」
に
よ
る
と
、
元
治

元
年
正
月
初
旬
当
時
、
犬
塚
甚

之
助
は
隔
日
で
廻
り
を
行
っ
て

い
た
。
正
月
七
日
に
廻
り
で
向

か
っ
た
吉
原
の
会
所
に
は
、
既

に
水
野
藤
彌
組
の
者
と
小
林
登

之
助
門
弟
（
の
ち
の
大
砲
組
）

が
居
り
、
二
重
に
廻
り
を
し
て

も
詮
無
い
と
、
甚
之
助
は
廻
り

先
を
変
更
し
て
い
る
。
庄
内
藩

御
家
中
組
内
で
廻
り
先
の
調
整

が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
わ
か
る
。
正
月
十
一
日
に
は
水
野
藤
彌
よ
り
「
是
迄
之
廻

り
御
引
揚
、
改
て
世
話
役
被
仰
付
」
と
廻
り
の
体
制
が
再
編
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
さ

れ
、「
本
廻
り
」
か
「
忍
び
廻
り
」
か
と
伺
う
と
「
忍
び
廻
り
」
の
心
得
で
廻
る
よ

う
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
本
廻
り
」
と
は
、
図
3
の
よ
う
に
羽
織
を
着
用
し
、

提
灯
を
持
っ
て
の
廻
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、「
忍
び
廻
り
」
と
は
羽
織
を
着
ず
、

提
灯
を
持
た
な
い
身
分
を
隠
し
て
の
廻
り
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
廻
り
之
組
合
は
八
人
九
人
の
組
都
合
一
四
組
ニ
被
割
候
、
申
合
之
儀
は

明
日
と
約
束
」
と
あ
り
、
翌
日
世
話
役
寄
合
で
話
し
合
い
が
持
た
れ
る
が
、
藤
彌
は

出
席
せ
ず
、
統
括
者
不
在
に
よ
る
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
正
月
十
六
日
に
は
［
廻
り
・

非
常
・
非
番
］
と
い
う
体
制
と
な
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　
「
東
役
飛
翰
」
の
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
元
治
元
年
正
月
上
旬
部
分
だ
け
で
も
、

体
制
が
未
整
備
の
中
で
市
中
取
締
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
東
役
飛
翰
」

の
研
究
を
さ
れ
た
仲
泉
剛
氏
も
、「
こ
の
頃
は
勤
務
体
制
が
造
酒
助
の
頃
と
比
べ
確

立
し
て
お
ら
ず
、
試
験
的
な
活
動
も
多
く
、
藩
士
た
ち
が
戸
惑
っ
て
い
る
様
子
が
見 図 3　本廻りの様子 『日記』 ［二一冊］
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て
取
れ
る（

（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
十
一
月
頃
造
酒
助
に
よ
っ
て
江
戸
市
中
取
締
の
体
制

が
整
理
さ
れ
た
。
で
は
、
造
酒
助
が
整
え
た
体
制
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
複
数
藩
が
江
戸
市
中
取
締
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ

る
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
三
月
時
点
の
体
制
が
、
今
野
章
氏
の
研
究（

（1
（

に
よ
り
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
と
め
た
も
の
を
（
図
4
）
左
側
に
示
し
た
。

　

造
酒
助
の
管
轄
す
る
御
家
中
組
（
御
備
組
）
は
、
竹
内
兵
衛
組
二
五
人
、
松
平
造

酒
助
組
二
五
人
、
一
ノ
手
寄
合
組
二
四
人
（
松
宮
源
大
夫
頭
）、
二
ノ
手
寄
合
組
二

二
人
（
榊
原
十
兵
衛
頭
）、
三
ノ
手

御
旗
本
寄
合
組
二
〇
人
の
五
組
で
構

成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
竹
内
組

と
松
平
組
は
庄
内
藩
に
常
時
七
組
置

か
れ
て
い
る
組
頭
組
の
二
組
で
あ

る
。
寄
合
組
は
無
役
の
嫡
子
二
三
男

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
組
で
あ
っ
た
。

頭
に
置
か
れ
た
松
宮
・
榊
原
両
名
は

造
酒
助
に
任
命
さ
れ
た
番
頭
で
あ

る
。
そ
の
五
組
の
う
ち
四
組
は
［
非

常
詰
・
宅
非
常
持 

忍
御
供
・
廻
り
・

大
非
番
］
の
順
で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

勤
務
し
、
一
組
は
「
浮
」
と
し
て
廻

り
を
二
日
置
に
行
う
。
二
四
日
ご
と

に
「
浮
」
で
あ
っ
た
組
が
四
日
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
に
加
わ
り
、
一
組
が

「
浮
」
と
な
り
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
か

ら
外
れ
、
廻
り
ば
か
り
を
行
う
と
い

う
体
制
を
取
っ
て
い
た
。

　

非
常
詰
は
朝
五
ツ
よ
り
翌
朝
五
ツ

ま
で
上
屋
敷
に
詰
め
、
注
進
が
あ
っ

５組の内、４組（②③④⑤）は４日が１セットの勤務ローテーション。
残りの1組（①）は「浮」で２日置きに「廻り」ばかり行う組。
この組は24日で交替し、４日1単位の勤務ローテーションに加わる。

御家中組　勤務のローテーション例

非常詰
宅非常持・忍御供
廻り
大非番

非常詰
宅非常持・忍御供
廻り
大非番

非常詰
宅非常持・忍御供
廻り
大非番

非常詰
宅非常持・忍御供
廻り
大非番

11日

12日

13日

14日

②松平造酒助組
③一寄合組
④二寄合組
⑤旗本寄合組

⑤旗本寄合組
②松平造酒助組
③一寄合組
④二寄合組

④二寄合組
⑤旗本寄合組
②松平造酒助組
③一寄合組

③一寄合組
④二寄合組
⑤旗本寄合組
②松平造酒助組

①竹内兵衛組

①竹内兵衛組

非常詰
宅非常持・忍御供
廻り
廻り
大非番

②松平造酒助組
③一寄合組
④二寄合組
⑤旗本寄合組

①石原倉右衛門組

庄内藩一手持となり市中取締強化のため５日１セットに。
廻りが２日連続となる。組の増員は行っていないため、「浮」
（「廻り」ばかり行う組）をローテーションに加えたと思われる。

非常詰
宅非常持・忍御供
廻り
廻り
大非番

①石原倉右衛門組

非常詰
宅非常持・忍御供
廻り
廻り
大非番

②松平造酒助組
③一寄合組
④二寄合組

①石原倉右衛門組

・
・
・

⑤旗本寄合組

②松平造酒助組
③一寄合組

④二寄合組
⑤旗本寄合組

〈組頭配下〉
　　・竹内兵衛組　　25人、内世話役８人
　　・松平造酒助組　25人、内世話役６人
〈無役の嫡子・二三男による組〉
　　・一ノ手寄合組　24人、内世話役５人
 　　　寄合組御番頭：松宮源大夫
　　・二ノ手寄合組　22人、内世話役５人
　　　寄合組御番頭：榊原十兵衛
　　・三ノ手御旗本寄合組 20人、内世話役４人

御家中組の編成

〈組頭配下〉
　　・石原倉右衛門組（交代）　
　　・松平造酒助組　　24人
〈無役の嫡子・二三男による組〉
　　・一ノ手寄合組　　（交代）
 　　　 　寄合組御番頭：高橋金蔵
　　・二ノ手寄合組　
　　 　 　寄合組御番頭：榊原十兵衛
　　・三ノ手御旗本寄合組（交代）
　　　　　（造酒助弟弓矢多所属の組）

〈江戸市中取締一手持後　慶応元年（1865）５月以降〉〈江戸市中取締一手持以前　元治２年（1865）３月〉

1日に廻りを行う組数

御家中　　２組　　　　　
御手廻り　１組（20人）　
御徒　　　１組（20人）
御物頭　　５組
新徴組　　２組（全体は 25人×６組）
大砲組　　３組（全体は 21人×３組）

全体で１日に 13組が廻りを行う

御家中組の2日置きに廻りをする
「浮」の組が含まれているので、
実際はこれより少ない。
他組も同様の可能性あり。

廻りの場所と時間

品川　板橋　千住（小塚吉原）　深川　新宿
朝２組　昼２組　夜３組ずつ回る
朝廻り　五ツ頃～七ツ頃まで
昼廻り　九ツ過～夜五ツ頃まで
夜廻り　暮頃～九ツ過まで
　　　　　　

品川 板橋 千住（小塚吉原） 深川 新宿 築地 池ノ端
昼廻りはやめ、夜廻りのみ
羽織を着用せず・無提灯を持たない「忍び廻り」を行う　　　　

「造酒助書簡」（元治 2年） 3 月 9日 [ 松平武右衛門文書 213,②-61]
（鶴岡市郷土資料館所蔵）　より作成

『松平造酒助江戸在勤日記』、「造酒助書簡」（慶応元年） 5 月 23日
[ 松平武右衛門文書 81,②-78]、今野章「庄内藩江戸市中取締について」
（『日野市立新選組のふるさと歴史館叢書第十輯新徴組』2012）より作成

図４　庄内藩江戸市中取締の体制の変化
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た
際
に
は
捕
縛
へ
向
か
う
役
目
で
あ
り
、
宅
非
常
持
は
、
普
段
御
家
中
組
が
居
住
す

る
柳
原
屋
敷
、
下
谷
屋
敷
の
長
屋
に
待
機
し
、
こ
ち
ら
の
屋
敷
へ
注
進
が
来
た
際
に

出
動
、
ま
た
非
常
詰
不
在
時
に
は
そ
の
補
填
と
な
っ
た
。
忍
御
供
は
藩
主
の
登
城
の

際
行
列
に
加
わ
ら
ず
御
供
を
す
る
こ
と
で
、
非
常
詰
が
明
け
た
そ
の
足
で
任
に
当
た

っ
た
。
大
非
番
は
休
日
で
あ
る
が
、
組
に
よ
り
稽
古
の
あ
る
組
と
な
い
組
が
あ
っ
た
。

　

廻
り
は
、
品
川
・
板
橋
・
千
住
（
小
塚
吉
原
）・
深
川
・
新
宿
を
警
邏
し
、
一
日

に
朝
二
組
、
昼
二
組
、
夜
三
組
ず
つ
廻
り
、
朝
廻
り
は
五
ツ
頃
よ
り
七
ツ
頃
迄
、
昼

廻
り
は
九
ツ
過
よ
り
夜
五
ツ
頃
迄
、
夜
廻
り
ハ
暮
頃
よ
り
九
ツ
過
迄
の
時
間
帯
で
行

わ
れ
て
い
た
。
こ
の
廻
り
は
御
家
中
組
だ
け
で
は
な
く
、
下
級
武
士
で
あ
る
御
給
人

で
構
成
さ
れ
る
御
手
廻
り
・
御
徒
組
・
御
物
頭
組
（
一
組
二
〇
人
～
二
五
人
）、
新

徴
組
・
大
砲
組
と
い
っ
た
庄
内
藩
に
委
任
さ
れ
た
組
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
三
月
九

日
付
「
造
酒
助
書
簡
」
に
は
「
廻
り
組
分　

一
、
御
家
中 

二
組
、
一
、
御
手
廻
り 

一
組 

二
十
人
、
一
、
御
徒 

一
組 

二
十
人
、
一
、
御
物
頭 

五
組
、
一
、
新
徴
組 

二

組 

都
合
六
組 

但
二
十
五
人
ツ
ヽ
、
一
、
大
砲
組 

三
組 
但
二
十
一
人
ツ

（ヽ
（1
（

」
と
あ

り
、
一
日
に
つ
き
庄
内
藩
で
は
十
四
組
、
お
よ
そ
三
百
人
が
廻
り
を
行
っ
て
い
た
様

に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
御
家
中
組
二
組
の
内
一
組
は
「
浮
」
で
あ
り
、
毎

日
廻
り
を
行
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
他
の
組
も
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、

こ
こ
に
は
最
大
値
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

三　

庄
内
藩
一
手
持

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
十
月
よ
り
複
数
藩
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
江
戸
市
中
取
締

で
あ
っ
た
が
、
第
二
次
長
州
征
伐
の
将
軍
進
発
に
伴
い
、
庄
内
藩
は
留
守
中
の
一
手

持
を
命
じ
ら
れ
る
。
造
酒
助
が
初
め
て
将
軍
上
洛
に
つ
い
て
情
報
を
得
た
の
は
三
月

二
五
日
の
こ
と
で
、『
日
記
』
に
は
「
今
夜
之
話 

大
樹
公
近
々
御
上
洛
と
申
沙
汰
専

ら
、
薩
摩
大
裏
守
護
御
免
、
長
州
と
又
々
一
味
ニ
相
成
候
風
聞
、
一
橋
近
々
下
り
、

今
廿
五
日
駒
場　

御
成
候
て
小
大
炮
之
調
練
朝
よ
り
大
雷
同
様
、
折
悪
敷
時
之
調
練

也
抔
と
噺
い
た
し
」［
三
〇
冊
三
月
二
五
日
］
と
あ
る
。
こ
の
夜
中
村
三
内
と
関
甚
兵
衛

が
来
訪
、
将
軍
上
洛
の
話
題
で
持
ち
切
り
で
あ
っ
た
。
四
月
上
旬
上
洛
の
沙
汰
に
つ

い
て
「
第
一
之
義
御
同
勢
ニ
餓
死
不
為
致
所
也
〈
去
年
若
御
上
京
有
之
候
ハ
ヽ
定
て
餓
死

い
た
し
候
者
可
有
之
と
毎
度
会
合
之
折
噺
い
た
し
居
候
、
大
不
調
ニ
付
□
□
義
ニ
御
座
候
、
此
一

条
甚
懸
念
ニ
御
座
候
、
戦
候
事
抔
と
思
も
不
寄
、
此
度
弥
御
誅
伐
御
進
発
被
為
在
候
ハ
ヽ
庄
内
如

何
可
相
成
や
、
甚
困
た
事
也
〉」［
三
〇
冊
四
月
三
日
］
な
ど
と
あ
り
、
前
回
の
上
洛
の
際
実

際
に
従
軍
し
て
い
た
ら
、
準
備
不
足
で
お
そ
ら
く
餓
死
者
を
出
し
た
で
あ
ろ
う
と
話

し
て
お
り
、
戦
闘
な
ど
思
い
も
よ
ら
ず
、
庄
内
藩
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
と
不

安
を
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、「
御
進
発
噺
閏
五
月
な
り
」［
三
〇
冊
四
月
五
日
］
や
、
藩

主
が
幼
年
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
松
平
権
十
郎
が
名
代
と
し
て
御
供
を
す
る
な
ど
の

風
説
も
出
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
慶
応
元
年
四
月
十
五
日
、
老
中
阿
部
豊
後
守
よ
り
庄
内
藩
は
江
戸
市
中

取
締
の
一
手
持
を
命
じ
ら
れ
る
。

今
般
別
帋
之
通
昼
夜
廻
り
方　
　

御
一
手
御
引
受
被
為
蒙　

仰
候
段
、
兼
而
一
同
勉

励
致
し
候
故
之
儀
与　
　

御
満
足
ニ　
　

思
召
候
、
依
而
者
当
此
度
御
沙
汰
之
趣
厚

相
心
得
一
同
弥
致
出
精
候
様
被
仰
出
候
事

　
　
　

四
月

当
月
十
五
日
阿
部
豊
後
守
様
よ
り
御
留
守
居
御
呼
出
之
上
御
用
人
関
四
郎
兵
衛

を
以
御
渡
申
御
書
付
写

						








御　

名

其
方
儀
御
府
内
昼
夜
廻
り
被
仰
付
置
候
処
、
常
々
家
来
共
格
別
骨
折
候
段
、
達　
　

御
聴
居
候
儀
ニ
付
、
此
度
昼
夜
廻
り
一
手
ニ
引
受
被　

仰
付
候
間
、
市
中
御
取
締
筋

行
届
候
様
可
被
致
候
、
尤　
　

御
進
発
御
留
守
中
者
猶
亦
厳
重
可
被
心
得
候（

（1
（
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そ
の
二
日
後
、
四
月
十
七
日
に
は
中
老
松
平
権
十
郎
よ
り
造
酒
助
・
竹
内
兵
衛
の

両
組
頭
へ
も
そ
の
旨
が
伝
え
ら
れ
た
。『
日
記
』
に
は
「
今
日
両
頭
壱
趣
ニ
御
用
所

呼
出
ニ
て
書
付
被
渡
候
、
御
留
守
中
御
家
一
手
ニ
て
市
中
御
取
締
被
為
蒙　

仰
、
諸

家
は
御
引
揚
、
書
付
被
渡
候
間
諸
士
へ
申
達
候
」［
三
三
冊
四
月
十
七
日
］
と
記
さ
れ
る
。

造
酒
助
は
「
長
防
之
為
来
月
十
六
日
御
立
之
趣
、
御
留
守
中
御
家
一
手
廻
り
ニ
相
成

候
」［
三
三
冊
四
月
二
一
日
］
な
ど
と
記
し
、
将
軍
進
発
日
の
五
月
十
六
日
よ
り
一
手
持

と
な
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

将
軍
進
発
三
日
前
の
五
月
十
三
日
、
松
平
権
十
郎
が
大
小
目
付
よ
り
市
中
取
締
の

「
廻
り
方
」
に
つ
い
て
聴
取
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
よ
り
厳
重
に
廻
る
よ
う
に
と
の
沙
汰

を
受
け
た
。

権
十
郎
殿
被
参
候
て
被
申
候
は
、
昨
日
御
城
ニ
お
ゐ
て
大
小
御
目
付
様
、
廻
方
之
義

御
糺
ニ
付
委
細
申
上
候
処
、
弥
十
六
［　
　

］
御
進
発
、
五
ツ
時
之
御
供
揃
ニ
付
て

は
明
日
よ
り
十
日
余
候
処
、
是
迄
よ
り
重
々
為
相
廻
候
様
ニ
と
御
沙
汰
ニ
付
、
第
一

御
勤
之
義
為
骨
折
為
廻
候
様
被
御
申
聞
候
間
、
夫
よ
り
廻
番
繰
書
認
直
、
権
殿
即
帰
、

十
兵
衛
を
呼
、
雑
喉
取
ハ
半
兵
衛
等
掛
、
私
と
十
兵
衛
ハ
番
繰
い
た
し
、
一
日
十
三

組
廻
い
た
し
、（
中
略
）、
其
内
諸
組
世
話
役
集
ニ
付
御
長
屋
帰
候
て
番
繰
書
調
、
八

ツ
頃
迄
掛
り
漸
出
来
、
休
〈
同
暮
頃
明
日
御
留
守
中
御
條
目
被
仰
渡
候
間
四
ツ
時
御
殿
へ
被
出

候
様
御
家
中
へ
達
候
様
申
来
ル
〉［
三
六
冊
五
月
十
四
日
］

柳
原
御
殿
御
庭
の
御
泉
水
に
て
雑
魚
か
へ
（
雑
魚
取
り
）
の
趣
向
が
行
わ
れ
る
中
、

造
酒
助
は
権
十
郎
に
沙
汰
の
旨
を
伝
え
ら
れ
、
直
ち
に
寄
合
組
番
頭
榊
原
十
兵
衛
を

呼
び
、
二
人
で
廻
番
繰
を
思
案
し
た
。
一
日
十
三
組
が
廻
り
を
す
る
よ
う
に
決
め
、

取
調
に
気
が
詰
ま
る
と
御
庭
へ
行
っ
て
雑
魚
取
り
を
見
、
ま
た
戻
っ
て
調
べ
を
続
け

た
。
世
話
役
寄
合
の
た
め
に
長
屋
に
帰
っ
た
後
も
、
八
ツ
ま
で
掛
り
漸
く
廻
番
繰
書

を
調
え
て
い
る
。
ま
た
、
留
守
中
の
條
目
を
仰
渡
さ
れ
る
た
め
に
、
明
日
四
ツ
時
御

殿
へ
出
る
よ
う
達
も
出
さ
れ
て
い
る
。
進
発
を
目
前
に
し
て
、
留
守
中
の
市
中
警
備

の
体
制
整
備
や
規
則
の
申
渡
し
な
ど
が
取
り
急
ぎ
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
変
更
さ
れ
た
廻
番
繰
の
内
容
は
、
五
月
二
三
日
付
「
造
酒
助
書
簡
」
に
詳

し
い（

（1
（

。

此
節
御
留
守
中
ニ
付
別
て
勤
は
ヒ
ト
キ
事
ニ
御
座
候
て
、
五
日
之
内
一
日
な
ら
て
休

ハ
無
之
候
、
一
日
ハ
非
常
詰
、
朝
五
ツ
翌
朝
五
ツ
交
代
、
直
ニ
御
長
屋
ニ
帰
、
宅
非

常
持
と
て
他
行
不
出
来
、
御
出
在
之
候
へ
は
御
供
、
若
非
常
詰
番
之
者
召
捕
者
ニ
て

出
候
へ
ハ
其
跡
詰
、
又
柳
原
へ
注
進
有
之
候
へ
は
宅
非
常
よ
り
遣
候
、
翌
三
日
目
ハ

廻
り
、
朝
出
候
節
ハ
七
ツ
過
迄
、
昼
よ
り
出
候
へ
ハ
夜
五
ツ
過
迄
、
暮
頃
よ
り
出
候

へ
ハ
夜
九
ツ
過
、
夜
短
相
成
、
品
川
へ
抔
と
参
候
へ
ハ
八
ツ
過
ニ
も
帰
候
、
翌
四
日

ニ
は
前
日
同
様
又
廻
り
、
二
日
続
廻
り
ニ
相
成
候
事
ハ
此
頃
よ
り
別
て
骨
折
相
廻
候

様　
　

公
辺
よ
り
御
沙
汰
ニ
て
相
廻
候
、
翌
五
日
目
ハ
漸
非
番
、
翌
六
日
前
ニ
折
返

し
非
常
詰
帰
候
、
誠
太
儀
千
万
勤
ニ
御
座
候
、
御
進
発
弥
有
之
、
如
仰
下
候
、
御
留

守
御
政
事
向
雅
楽
様
、
市
中
御
取
締
は
御
家
御
一
手
持
、
仙
台
ハ
病
気
と
て
登
不
申

候（
（1
（　

三
月
九
日
付
「
造
酒
助
書
簡（

（1
（

」
で
は
一
日
に
廻
り
を
行
う
組
数
を
計
十
四
組
と
す

る
が
、
前
述
の
と
お
り
実
際
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
今
回
造
酒
助
と
十
兵
衛
が
決
め

た
「
一
日
十
三
組
に
よ
る
廻
り
」
を
可
能
に
す
る
た
め
、
造
酒
助
は
勤
務
の
四
日
一

単
位
と
し
た
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
［
非
常
詰
・
宅
非
常
持
・
廻
り
・
大
非
番
］
の
廻
り

を
さ
ら
に
一
日
増
や
し
、［
非
常
詰
・
宅
非
常
持
・
廻
り
・
廻
り
・
大
非
番
］
の
五

日
一
単
位
に
変
更
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
で
も
、「
公
辺
の
御
沙
汰
ニ
て
相
廻
候
」
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と
幕
府
の
指
示
に
よ
り
「
廻
り
」
を
強
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
四
月
に
一
手
持
を
知
ら
さ
れ
た
造
酒
助
は
「
今
日
御
飛
脚
立
ニ
付
御
備
組

今
一
組
催
促
申
遣
」［
三
三
冊
四
月
二
二
日
］
と
御
備
組
（
御
家
中
組
）
を
も
う
一
組
増

や
し
た
い
と
国
元
に
催
促
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
叶
わ
な
か
っ
た
の
か
、
前
掲
の
五

月
二
三
日
付
「
造
酒
助
書
簡
」
に
は

御
家
御
人
数
之
義
被　

仰
遣
候
得
共
、
多
人
数
相
成
候
て
も
法
令
不
整
候
間
、
矢
張

是
迄
之
通
ニ
御
座
候
、
御
備
御
人
数
ハ
此
頃
取
調
ニ
六
百
人
余
ニ
御
座
候
間
、
不
足

ハ
無
御
座
候
、
其
外
御
常
用
詰
取
合
セ
候
ハ
ヽ
七
百
余
も
可
有
之
、
万
一
之
節
夫
切

と
決
居
候
へ
ハ
余
念
無
御
座
候
、
是
も
穏
御
座
候
故
、
別
て
御
人
数
増
候
心
も
無
之

候こ
れ
ま
で
通
り
で
増
員
は
不
要
と
し
て
い
る
。
増
員
な
し
で
四
日
一
単
位
の
ロ
ー
テ

ー
シ
ョ
ン
を
五
日
一
単
位
に
増
や
す
に
は
、「
浮
」
と
し
て
廻
り
だ
け
を
二
日
お
き

に
行
っ
て
い
た
組
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
加
え
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
五

日
一
単
位
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
（
図
4
）
右
側
に
示
し
た
。

　

庄
内
藩
で
は
春
と
秋
を
江
戸
詰
の
交
代
の
時
期
と
し
て
お
り
、
一
手
持
と
な
っ
て

間
も
な
く
五
月
か
ら
閏
五
月
に
か
け
て
多
く
の
人
員
の
交
代
が
行
わ
れ
て
い
る
。
御

家
中
組
内
だ
け
で
も
、
竹
内
組
・
一
ノ
手
寄
合
組
・
三
ノ
手
御
旗
本
寄
合
組
の
三
組

が
下
り
、
石
原
倉
右
衛
門
組
・
寄
合
組
・
大
御
前
様
に
随
い
上
っ
た
旗
本
寄
合
組

（
造
酒
助
弟
弓
矢
多
の
組
）
の
三
組
が
新
規
に
江
戸
に
到
着
し
た
。
大
御
前
様
到
着

後
旗
本
寄
合
組
が
下
り
、
石
原
倉
右
衛
門
組
が
揃
っ
た
頃
一
ノ
手
寄
合
組
が
下
り
始

め
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
市
中
取
締
の
人
員
が
不
足
と
な
ら
な
い
よ
う
、
注
意
を
払

っ
て
い
る
。

石
倉
も
急
登
、
此
節
最
中
道
中
ニ
可
有
之
、
此
方
取
込
ハ
御
長
屋
無
之
、
何
と
も
困

申
候
、
御
組
一
番
立
着
前
日
位
ニ
竹
内
組
見
斗
立
申
度
候
得
共
、
何
分
御
一
手
持
ニ

て
御
留
守
中
別
弛
ユ
ル
ミ、
番
所
々
々
増
人
も
昨
日
頃
よ
り
取
候
へ
ハ
、
廻
方
尚
又
厳
重
不

仕
ハ
不
相
済
、
御
組
下
候
差
引
甚
六
ヶ
敷
、
造
酒
助
壱
人
ニ
大
泥
ニ
御
座
候
、（
中

略
）
此
三
組
下
、
三
組
着
、
百
四
十
人
余
を
落
付
ヶ
候
ハ
ヽ
ユ
ツ
ク
リ
い
た
し
可
申
、

来
月
一
は
ひ
大
取
込
ニ
可
有
御
座
候（

（1
（

　

長
屋
に
余
裕
が
無
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
造
酒
助
は
上
り
の
組
の
一
番
立
が
到

着
す
る
前
日
に
、
下
る
組
を
出
立
さ
せ
る
と
い
う
厳
し
い
日
程
を
差
配
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
交
代
に
伴
う
造
酒
助
の
仕
事
に
は
、「
一
ノ
手
寄
合
源
大
夫
始
二
十
三
人

へ
当
九
日
よ
り
都
合
次
第
罷
下
候
様
申
達
、
早
速
書
付
数
十
通
差
出
、
其
大
混
雑
閉

口
〳
〵
、
一
ふ
く
吹
出
し
て
鬱
気
散
」［
三
九
冊
閏
五
月
五
日
］
と
あ
る
よ
う
に
、
書
類

仕
事
も
あ
り
閉
口
し
て
一
服
す
る
自
画
像
を
描
い
て
い
る
（
図
5
）。

　

造
酒
助
弟
の
弓
矢
多
は
、
大
御
前
様
の
出
府
に
伴
い
江
戸
へ
上
り
、
慶
応
元
年
五

月
二
九
日
に
到
着
。
旗
本
寄
合
組
と
し
て
閏
五
月
四
日
よ
り
非
常
詰
の
勤
務
を
開
始

す
る
。
弓
矢
多
は
非
常
詰
に
行
く
際
や
、
非
常
詰
か
ら
の
引
取
、
廻
り
に
出
る
際
な

ど
造
酒
助
に
挨
拶
に
来
る
た
め
、
弓
矢
多
の
勤
務
が
『
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

記
述
を
表
に
示
す
と
、
弓
矢
多
の
所
属
す
る
旗
本
寄
合
組
が
確
か
に
［
非
常
詰
・
宅

非
常
持 

忍
御
供
・
廻
り
・
廻
り
・
大
非

番
］
の
五
日
ご
と
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

で
勤
務
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
〔
表
1
〕。

　

廻
り
の
場
所
は
品
川
・
板
橋
・
千
住 

（
小
塚
吉
原
）・
深
川
・
新
宿
に
加
え
、
閏

五
月
、
造
酒
助
の
達
に
よ
り
築
地
・
池

図 5　『日記』 ［三九冊閏五月五日］
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ノ
端
が
追
加

さ
れ
た（

（1
（

。
廻

り
の
形
態
と

し
て
は
、「
本

廻
り
」、「
忍

び
廻
り
」
の

二
種
が
あ
る

こ
と
を
前
述

し
た
が
、
慶

応
元
年
閏
五

月
頃
に
は
、

「
此
頃
よ
り

忍
廻
り
相
成

候
て
御
家
中

斗
挑
灯
等
不
付
、羽
織
不
着
相
廻
候
」［
四
二
冊
閏
五
月
十
九
日
］
と
あ
り
、「
忍
び
廻
り
」

で
廻
り
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
忍
び
廻
り
で
は
、
廻
り
で
あ
る
こ
と
隠
し
て
警
邏

す
る
た
め
、「
先
頃
御
預
ヶ
組
之
内
伊
黒
定
之
進
当
十
八
才
、
吉
原
無
挑
灯
ニ
て
三
人

宛
態
と
別
れ
、
忍
ニ
参
候
事
、
例
手
引
と
も
ニ
被
掛
進
退
極
り
、
大
声
立タテ
廻
ダ
ソ
ト

叱
候
処
、
引
手
大
ニ
オ
ソ
レ
詫
い
た
し
由
、
其
外
面
白
ツ
ク
シ
噺
斗
有
之
」［
四
二
冊
閏

五
月
十
九
日
］
こ
の
よ
う
に
引
き
手
に
客
と
間
違
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

三
月
九
日
付
「
造
酒
助
書
簡
」
で
は
朝
・
昼
・
夜
と
廻
り
を
行
っ
て
い
る
旨
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
閏
五
月
の
「
造
酒
助
書
簡
」
で
は
、「
廻
り
ハ
昼
廻
り
相
止
夜
中

斗
、
品
川
廻
抔
と
六
里
も
有
之
、
既
ニ
石
原
御
組
之
初
廻
り
ニ
は
夜
明
申
候
由
、
誠

ニ
御
太
儀
千
万
な
る
事
ニ
御
座
候（

（1
（

」
と
あ
り
、
昼
廻
り
を
止
め
、
廻
り
は
夜
廻
り
ば

か
り
に
す
る
な
ど
、
夜
間
の
市
中
取
締
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　

江
戸
市
中
取
締
を
庄
内
藩
が
一
手
に
担
う
に
あ
た
り
、
幕
府
よ
り
廻
り
の
強
化
が

求
め
ら
れ
た
。
廻
り
を
二
日
連
続
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
忍
び
廻
り
と
し
、
廻
り
を

夜
廻
り
に
集
中
さ
せ
る
な
ど
の
方
策
が
取
ら
れ
、
幕
府
に
よ
る
こ
れ
ま
で
よ
り
厳
重

に
廻
る
よ
う
に
と
の
沙
汰
に
応
え
た
。

四　
『
日
記
』・「
造
酒
助
書
簡
」
に
み
る
江
戸
市
中
取
締
事
件

　
『
日
記
』・「
造
酒
助
書
簡
」
に
記
さ
れ
た
江
戸
市
中
取
締
に
関
わ
る
事
件
は
〔
表

2
〕
に
ま
と
め
た
。
管
見
の
限
り
三
三
件
を
数
え
る
。
中
に
は
、
大
砲
組
が
中
間
体

の
も
の
に
大
石
を
投
げ
ら
れ
て
気
絶
し
た
事
件
や
、
大
砲
組
の
者
が
強
金
談
を
行
い
、

据
え
置
い
た
と
こ
ろ
抜
刀
し
て
逃
げ
、
物
頭
紀
太
平
五
郎
が
お
叱
り
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
事
件
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

長
州
征
伐
御
免
と
な
り
、
造
酒
助
が
処
務
か
ら
解
放
さ
れ
落
ち
着
い
た
十
月
中
旬

以
降
記
さ
れ
始
め
る
。
十
一
月
十
五
日
付
「
造
酒
助
書
簡
」
に
は
「
東
都
日
々
よ
ふ

ニ
捕
者
有
之
、
十
兵
衛
抔
此
頃
旗
本
参
候
節
抔
と
□
必
死
極
掛
出
候
由
、
案
外
ニ
相

済
候
趣
今
日
噺
仕
候
、
私
参
候
よ
り
都
合
十
五
人
捕
候（

（1
（

」
と
あ
り
、
こ
の
頃
は
日
々

捕
物
が
あ
り
、
八
月
に
江
戸
に
登
っ
て
か
ら
こ
の
日
ま
で
に
召
捕
え
た
人
数
は
十
五

人
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
の
で
、
お
よ
そ
〔
表
2
〕
に
ま
と
め
た
犯
人
の
数
と
大
き

く
変
わ
ら
な
い
。
元
治
元
年
八
月
九
月
は
捕
り
物
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

事
件
の
内
、
特
に
動
員
の
規
模
が
大
き
か
っ
た
も
の
は
、
江
戸
城
曲
輪
外
火
災
に

よ
る
出
動
で
、
慶
応
元
年
五
月
二
二
日
の
火
災
で
は
各
組
が
一
堂
に
出
動
し
、
同
年

閏
五
月
十
八
日
の
火
災
で
も
同
様
で
そ
の
人
数
は
総
勢
二
五
〇
人
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
慶
応
元
年
七
月
十
三
日
の
米
沢
町
一
丁
目
福
井
屋
の
事
件
で
は
、
幕
府
歩

兵
二
〇
〇
人
が
鉄
砲
を
打
ち
大
乱
暴
と
い
う
風
聞
も
あ
り
、
両
御
組
五
〇
人
・
御
備

組
七
五
人
・
足
軽
五
〇
人
・
新
徴
組
一
五
〇
人
が
出
動
し
、
総
勢
三
二
五
人
に
も
上

表１　慶応元年閏 5月 弓矢多勤めの記事（『日記』［四二冊］）
閏5月4日 非常詰 弓矢多非常詰へ参ル
閏5月5日 宅非常持 帰候迄弓矢多非常詰引不取
閏5月6日 廻り 　
閏5月7日 廻り 弓矢多来り、昨夜深川へ廻り
閏5月8日 大非番 弓矢多只今より非常詰参ル(誤り)
閏5月9日 非常詰 非常詰弓矢多抔とニ逢
閏5月10日 宅非常持 　
閏5月11日 廻り 　
閏5月12日 廻り 　
閏5月13日 大非番 　
閏5月14日 非常詰 　
閏5月15日 宅非常持 非常詰より引取候とて来ルに
閏5月16日 廻り 　
閏5月17日 廻り 　
閏5月18日 大非番 弓矢多昨夜廻りニて暁八ッ過ニ帰
閏5月19日 非常詰 弓矢多只今より非常詰へとて来ル
閏5月20日 宅非常持 　

中略
閏5月29日 非常詰 　
閏5月30日 宅非常持 只今非常詰より引取なりとて来ル
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っ
て
お
り
、「
米
沢
町
一
杯
御
人
数
ニ
相
成
候
ニ
付
」［
四
七
冊
七
月
十
三
日
］
と
米
沢

町
が
一
杯
に
な
る
ほ
ど
の
人
員
を
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
庄
内
藩
に
よ
る

江
戸
市
中
取
締
は
、
こ
れ
程
の
人
数
が
す
ぐ
に
出
動
で
き
る
状
態
に
あ
り
、
江
戸
の

治
安
を
守
っ
て
い
た
。

　

元
治
元
年
十
月
十
七
日
に
は
、
造
酒
助
が
出
府
し
て
最
初
の
大
事
件
が
起
こ
る
。

老
中
水
野
和
泉
守
の
指
図
に
よ
り
、
軍
艦
奉
行
支
配
深
川
新
田
島
組
屋
敷
水
主
同
心

御
船
蔵
番
小
林
平
助
方
に
潜
伏
し
て
い
た
水
戸
浪
士
（
天
狗
党
残
党
）
真
田
帆
之
助
・

岩
名
昌
之
進
を
捕
縛
し
よ
う
と
す
る
が
、
手
向
い
の
末
討
ち
果
た
し
、
酒
井
吉
弥
ほ

か
庄
内
藩
士
六
名
も
重
軽
傷
を
負
う
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

権
十
郎
殿
昨
夜
和
泉
守
様
へ
出
候
処
、
永
代
向
組
屋
敷
へ
筑
破
山
よ
り
忍
居
千
葉
道

三
郎
高
弟
ニ
て
百
人
位
之
大
将
之
由
、
今
壱
人
は
水
戸
御
目
見
医
師
二
男
、
是
も
一

方
大
将
分
之
者
、
都
合
両
人
籠
居
候
ニ
付
生
捕
ニ
い
た
し
様
ニ
と
の
御
沙
汰
ニ
付
、

非
常
詰
よ
り
吉
彌
を
添
遣
候
趣
被
申
ニ
付
、
左
様
□
や
と
聞
引
、
御
用
達
居
候
処
へ

怪
我
い
た
し
人
々
も
有
之
由
人
々
噂
也
、（
中
略
）
早
追
々
手
負
駕
籠
ニ
て
参
ル
、

小
竹
弁
蔵
・
野
沢
寿
三
郎
・
北
楯
金
之
助
〈
深
疵
〉・
吉
彌
、
い
つ
れ
も
駕
籠
、
召
捕

者
は
捕
押
候
事
不
相
成
打
果
候
由
、
吉
彌
は
誠
少
之
疵
ニ
て
権
十
郎
殿
長
屋
ニ
休
、

（
中
略
）
私
・
犬
塚
勝
弥
・
秋
松
金
三
郎
、
其
御
備
十
人
為
警
固
と
し
て
南
町
奉
行

松
平
石
見
守
様
へ
参
り
、
引
移
候
趣
申
聞
候
、
外
書
も
の
諸
等
之
者
町
奉
行
之
手
先

ニ
相
渡
候
、
石
見
守
様
へ
逢
候
処
、
此
方
手
先
ニ
て
は
取
候
事
不
相
成
候
ニ
付
御
老

中
へ
申
上
候
処
、
早
速
被
打
捕
感
心
い
た
し
候
と
被
仰
候
付
、
取
押
候
積
候
処
手
向
、

無
余
義
切
付
候
、
尤
手
捕
い
た
し
被
仰
付
候
ニ
付
生
捕
積
ニ
い
た
し
、
五
六
人
手
負

い
た
し
旨
申
述
候
処
、
夫
々
は
深
疵
ニ
無
之
や
、
切
殺
候
と
も
少
も
不
苦
と
被
申
候 

［
十
冊
十
月
十
七
日
］

　

造
酒
助
は
「
造
酒
助
は
初
登
り
忙
然
と
し
て
閉
口
」
と
も
記
し
、
初
め
て
の
負
傷

者
に
接
し
、
驚
き
忙
然
と
す
る
様
子
も
あ
る
が
、
大
忙
し
で
怪
我
の
状
況
な
ど
の
聴

取
を
行
い
、
町
奉
行
所
へ
報
告
に
向
か
っ
た
。
南
町
奉
行
松
平
石
見
守
と
面
会
す
る

と
、
南
町
奉
行
所
手
先
で
は
召
捕
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
、
老
中
へ
申
し
上
げ
た
ら
庄

内
藩
が
早
速
打
ち
取
っ
て
く
れ
感
心
で
あ
る
と
の
称
賛
を
受
け
て
い
る
。
南
町
奉
行

所
と
の
関
係
は
大
変
良
好
で
あ
る
。

　

北
町
奉
行
所
と
の
関
係
も
同
様
で
、
十
月
二
五
日
、
吉
原
よ
り
の
注
進
、
北
町
奉

行
所
の
同
心
の
先
達
で
吉
原
に
向
か
い
、
罪
人
を
召
捕
ら
え
た
と
こ
ろ
、
喉
笛
を
切

っ
て
果
て
て
し
ま
う
事
件
が
起
こ
る
。
釣
台
に
乗
せ
北
町
奉
行
池
田
播
磨
守
へ
差
し

出
し
た
と
こ
ろ
、「
感
心
之
趣
丁
寧
ニ
被
申
由
、
御
手
付
衆
も
能
働
候
為
と
田
舎
人

口
ニ
て
称
口
い
た
し
候
処
、
御
同
心
と
も
帰
ニ
一
段
丁
寧
之
由
、
今
日
町
御
奉
行
初

て
被
逢
候
由
、
刀
を
持
町
御
奉
行
玄
関
ニ
持
上
候
事
ハ
田
舎
人
之
為
先
ニ
は
不
知
故

持
出
、
只
今
ハ
仕
来
り
と
相
成
候
由
、
酒
井
之
勢
ひ
ハ
お
ろ
し
く
事
相
成
候
」［
十
二

冊
十
月
二
五
日
］ 

池
田
播
磨
守
は
感
心
の
旨
を
大
変
丁
寧
に
述
べ
ら
れ
、
川
内
正
五
郎

が
同
心
の
働
き
を
褒
め
た
と
こ
ろ
、
同
心
た
ち
も
帰
り
に
は
一
段
と
丁
寧
で
あ
っ
た

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
刀
を
持
っ
て
町
奉
行
所
玄
関
に
上
が
る
こ
と
が
仕
来
り
と

な
り
、
酒
井
の
勢
い
は
お
そ
ろ
し
い
事
に
な
っ
た
と
も
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
十
一

月
八
日
、
南
町
奉
行
の
差
図
で
深
川
松
田
町
八
幡
前
廻
船
問
屋
に
潜
伏
し
て
い
る
長

州
藩
士
五
人
を
召
捕
え
た
際
に
は
南
町
奉
行
所
の
同
心
と
共
に
捕
り
物
に
あ
た
っ
て

お
り
、
長
州
藩
士
を
引
渡
す
と
、
榊
原
十
兵
衛
に
対
し
、
南
町
奉
行
松
平
石
見
守
は

「
誠
大
誉
被
致
候
由
也
」［
十
三
冊
十
一
月
八
日
］
で
あ
っ
た
。

　

町
奉
行
所
へ
召
捕
ら
え
た
者
を
連
行
し
た
際
に
は
、
南
・
北
町
奉
行
所
ど
ち
ら
も

大
変
丁
寧
に
対
応
し
て
お
り
、
町
奉
行
が
直
接
称
賛
の
言
葉
を
掛
け
て
い
る
。
庄
内

藩
江
戸
市
中
取
締
と
町
奉
行
所
と
の
関
係
は
大
変
良
好
で
あ
り
、
江
戸
の
治
安
維
持

を
共
に
担
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
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表 2　『松平造酒助江戸在勤日記』・「松平武右衛門文書 造酒助書簡」における江戸市中取締事件
NO. 年月日（記事） 事件日付 注進元／発見者 場所／犯人 出動（遭遇した者） 事件の内容 その後の対応

1 元治元年10月15日 昨夜 
【10月14日】 廻り 日本橋辺、[　]丁目蕎麦屋前／会津ノ御家来 二ノ手寄合組（世話役長澤春之助）、登之助門弟（のちの大砲組） 春之助が廻りの際、日本橋辺で大勢大騒と遭遇、登之助門弟5人が居り抜刀振回と

報告、大酒酔の会津藩士捕獲、駕籠に入れて上屋敷稽古所へ連行。

町方役人其節即御町奉行届候者ニて、万一内々ニて為済□ 相成□ □ 御町奉行申ニ不及、御老衆始酒井ニて依怙取計
ひと嘸々是彼言ひ可被申、折角御家通りも能相成候処、ヶ様之事ニて彼是被申候ては大変、いかに会津とて不被為済
と早速御町奉行さし出候

2 元治元年10月14日／15日 水野藤彌
市谷御門・牛込御門内外／市谷・牛込辺悪徒
5人連れ（造酒助は番町辺御旗本住家故、旗
本之二三男と予想）

歩兵1人（被害者）
市谷御門・牛込御門内外此頃物騒、廻方へ心付けるようにと御達有／曲者は四五人
連にて歩行／歩兵壱人が肩を切られる／市谷御門外にて肩を叩かれたと思、八九町
歩行、宿に帰った処肩八寸位切られ六針縫う。

可相成は市谷・牛込辺悪徒何とかいたし、やつ付申度、歩兵壱人被切候、市谷御門外ニて肩をたゝかれ候と思、八九
町歩行、宿ニ帰候処肩八寸位被切、六針被縫候由、段々心付候て考候ヘハ五人連ニて行逢候節拍かれ候と覚候由申事
ニ御座候、私思候ヘハ番町辺御旗本住家故、旗本之二三男ニ可有之と色々打交セ之噺

3 元治元年10月17日
吉弥其為ニや別様やら
明前より権十郎殿へ出
候由【10月17日】

昨夜御老中水野和泉守
より御差図【10月16
日】

軍艦奉行支配深川新田島組屋敷水主同心御船
蔵番小林平助方／水戸浪士（天狗党残党）真
田帆之助・岩名昌之進

寄合組酒井吉弥ほか25人
水野和泉守よりお差図、軍鑑奉行支配深川新田嶋組屋敷水主同心御舩蔵番小林平助
方へ踏込、捕物の際に真田帆之助・岩名昌之進が脇指にて抵抗、打果たす。6名が
重軽傷を負う。

私・犬塚勝弥・秋松金三郎、其御備十人為警固として南町奉行松平石見守様へ参り、引移候趣申聞候、外書もの諸等
之者町奉行之手先ニ相渡候、石見守様へ逢候処、此方手先ニては取候事不相成候ニ付御老中へ申上候処、早速被打捕
感心いたし候と被仰候付、取押候積候処手向、無余義切付候、尤手捕いたし被仰付候ニ付生捕積ニいたし、五六人手
負いたし旨申述候処、夫々は深疵ニ無之や、切殺候とも少も不苦と被申候

4 元治元年10月19日／20日 七ツ頃支度出来ル【10
月19日】 同心より 下谷金杉上町ニて／岩名智恥三郎（岩名昌之

進弟） 藤助、非常詰8人世話役都丸嘉内、足軽 岩名昌之進弟智恥三郎住所を突止めた、人数出してほしいと同心より注進。下谷金
杉上町で同心に向より参る知らされ、行違に手を捻り六人で会所で足軽へ渡す。

縄掛一同警固いたし一通相糺し、智恥三郎と申ニ付直御町奉行連行相渡、八ツ時頃帰候、其節届面と相糺候口上書、
一体捕押模様委細書付ニいたし御用所へ出し、八ツ半過引取

5 元治元年10月25日
昨夜 

【10月24日】　踏み込
んだのは九ツ過

吉原より注進　 
御同心先達（北町奉行
所）

罪人　 川内正五郎、17人（寄合組か） 
御同心（北町奉行所）

吉原より注進、吉原では敵に油断させるよう変装してあそぶ。九ツ過に案内にて組
付いたところ、喉笛を切って果てた。短刀四寸三分位、懐中抜き身を入れていたに
違いない。一同おどろいた。

早速釣台ニのせ北町奉行ニ〈池田播磨守様へ〉さし出候由、例之通一同警固之為故玄関へ刀持行上候由、御町奉行被
逢、感心之趣丁寧ニ被申由、御手付衆も能働候為と田舎人口ニて称口いたし候処、御同心とも帰ニ一段丁寧之由、今
日町御奉行初て被逢候由、刀を持町御奉行玄関ニ持上候事ハ田舎人之為先にハ不知故持出、只今ハ仕来りと相成候由、
酒井之勢ひハおろしく事相成候

6 元治元年11月8日 【11月8日】 南町奉行松平石見守手
付同心　 深川松田町八幡前廻船問屋／長州藩士5人 非常詰20人、御備組頭榊原十兵衛、物頭１組（朝比奈十右衛門組）総勢

40人余　御同心

廻船問屋２階に長州藩士5人が町人風に身をやつし潜伏、目立たぬよう人数を出す
よう南町奉行より御指図、内梯子、外竹梯子２本から登り、カラミ鎗で髪をからめ、
召捕える。

金子其処々々へ入、脇さし短刀七八本有之、刀三本渋紙包いたし置候処、御同心持出候由、舩問屋亭主即公辺人捕候由、
書物等訳（沢）山有之、早速御町奉行松平石見守様引連相渡候処十兵衛被逢、誠大誉被致候由也

7 元治元年11月14日／
書簡11月15日付

昨夜九ツ頃乱妨【11月
13日】／昨暁 

【11月14日】

日本橋一丁目翁庵〈料
理屋〉 ／松平下総守家来2人 私御組（造酒助組） 酒酔い、障子縁二重の処を刀抜切、懐中なくなり当人叔母を呼遣したところ、酒井

様之御人数参と聞き逃亡、身体極り誰家来と色々申訳＜造酒助組初手柄＞。
両人神田橋稽古所ニ入置／四五人番ヲ付居候内色々噺仕候内／色々罪軽相成候様申候／此方之御留守居より先方之留
守居へ内々申遣候間、相戻候取斗之趣也／〔書簡〕私御組昨暁酒酔二人召捕之由、初てニて大イレ之由

8 書簡 11月15日付 此頃 御備組20人余（榊原十兵衛）、御物頭1組 此頃小栗と申す御旗本1200石取家へ十兵衛仰付られ、御備組20人余と御物頭１組
召し連れ参る。

〔書簡〕此頃小栗と申候御旗本千二百石取家へ十兵衛被仰付、御備組二十人余と御物頭一組召連参候処、古と違早速出
候由、十兵衛抔ハ必死極向候由

9 元治元年11月28日 【11月28日】 松平右京亮様御家来 三河町通／大乱暴人20人 御物頭2組、御備組 
＜出動なし＞ 大乱暴人20人酒屋を壊し大騒動、実は3人程酒酔高声出。 権十郎殿へ委曲申述候所、早々物頭二御組外御備御人数差出候様被御申聞候間、早速申達／町役人とも先方へ運行候

由〈尤中間体之者之由〉馬鹿々々敷事ニ逢候とて皆々大あきれ、夫々出不申様ニと達

10 元治元年12月12日 昨日 
【12月11日】 中間体之者 小林登之助門弟（のちの大砲組） 小林門弟が中間体の者に大石５、６個投げられ急所に当たり気絶。 医者を遣抔と大騒いたしとて大口説噺也、是迄市中廻りニて数十人召捕候得共、ヶ様事ハ今日初てなりとて大笑いた

し〈中間体者をハ縄を掛引来候由〉

11 元治元年12月12日 【12月12日】 堀江町二丁目駿河屋／桜井金助（堀江町二丁
目駿河屋へ先月引越候者） 御組（造酒助組） 浪人者が籠居のため穿鑿に行く。 御組ニて召捕候と皆々大勢ひ也

12 書簡 12月25日付／ 
書簡 1月19日付

十九日 
【12月19日】 ／小林登之助門弟（のちの大砲組） 紀太平五郎（御物頭組）

小林登之助門弟強金談でもしたのか2名呼出し御門内へ入れ、饗応之間に置き、紀
太平五郎一組引連固召捕るべきところ、刀を抜払被逃、御門を逃、抜き身を持った
者が屋敷から出る所を神田目付に見られる＜紀太平五郎失態＞。

〔書簡〕紀太平五郎、旧冬十九日小林門人召捕候様被仰付、御屋鋪ニて取逃し一々御糺候上差控出候処、壱人同道列座
なしニ何々不行届思召、伺之通差控被仰付候と、当役始て御叱と可申や、申渡候／ 足軽大味噌付候、御家を穢、如被
仰下、実ニ飯之上ノ蝿ニ御座候

13 「正月初ての捕者竹内組高
名図三日明」

今暁八過注進 
【1月3日】 深川仮宅佐野橘屋 佐野橘屋／佐竹手廻、一人ハ足軽 竹内主馬組20人 酒井家中を騙り往来の駕籠・挑灯を切などする、且強談し刀を抜く、深川佐野橘屋

へ至り、両人女と共に伏居、丸裸のところ捕縛。

両人共マルアタカ（丸裸ヵ）、女ハ東ノ部屋奔リ、緋縮緬無之、前へ手ヲフサキ、コ□（コヵ）ミテ二番備ノ前ヲ通候由、
其体絶言語シタリト申、男モフントシモ無之床ヨリハイ出ケシキ無慙ナル由、着物キセ縄ヲ掛、段々相糺候所佐竹手廻、
一人ハ足軽[　]ト申者ニテ、門ヲ忍出、表ニ相成候テハ私共斗ニ無之、門番人エモ難義掛候、ユルシ呉候様詫申候得共、
両人共縛、駕籠ニ入、御上屋敷引付、直ニ御町奉行連行引渡候由

14 元治2年正月11日／12日 （暮）六ツ過ぎ 
【1月11日】

外辻御番（中間が番所
へ）

松平伊賀守様御屋敷脇／伊賀守様御家中安原
小太郎・中根右門二郎・八木覚三・ 坂橋鉄次郎、
詫人 八木兼助

非常持三内組（中村伊兵衛）、物頭組二番非常持石原源四郎、宅非常持竹
内組（野沢源吉）、荒賀又右衛門・相良鋿之助物見、小一郎・安吉物見

辻番より伊賀守御屋敷脇で刀抜き大勢乱暴ありと注進、伊賀守様より八木兼助が出
て、詫びて事済、大勢は大ウソ唯４人大酒酔／昨日頃近所の者と闘論、行逢に四人
掛で一人たぶさ握り引き行くところ物見が大勢集まり、見物人を払った。

八木兼助と申侍体人出、市中騒奉懸御苦労入恐候、何卒別ニ子細も無之間聞済呉候様強て申付、いつれ御名前を承度
と申候所差出候とて皆々御笑、鳥渡なから大騒いたし、伊兵衛申ハ兼助何卒御性（姓）名承度と申ニ付名札渡来しと
申／昨夜之松平伊賀守様御家来八木兼助私所へ参り、昨夜色々奉懸苦労、内々ニて御済セ被下、有難奉存候、右之御
礼ニ罷出候とて口上書添差出候間、是も御用所へ差出

15 元治2年1月30日 此頃 ／公儀人9人 公儀人9人召捕など噺あり。 此頃も公義人九人迄召捕候抔と、馬鹿々々敷噺も有之、酒酔等者は召捕不申様申合セ

16 元治2年2月23日 【2月23日】 
（昼以降） 浅草萱町より 中村屋と申反物店／侍体者三人強談 岡吉、世話役、三内 侍体者三人強談、最早抜放つところと注進、岡吉が妙な体で駈行く。

其内御徒目付参り候て、御足軽目付遣候て宜可有之と申聞候得共夫ニは不及、其内世話役参候間、雨も降不申ニ付慰
ニ早々参候様ニと達、三内も参ル、其内三人とも帰候趣、又々注進ニ付、此迄ヶ様注進は書付町役印ニて遣候事故已
来入念候様ニと申達

17 元治2年4月3日 【4月3日】 牧淞太 松永町にて／御医師之若党 牧淞太 御医師之若党が松前伊豆守様中間を手切にしたところに行きかかる。
牧淞太来り只今松永町ニて御医師之若党、松前伊豆守様中間、御勘定奉行… 中間ヲ手切ニいたし処ニ行掛り、委細相
糺候得共不分、若党供先ニて慮外致され候模様、深疵よふニ見受候、番屋ニ三人とも揚り居候故一通り之糺一札如此
とて差出

18 書簡 5月4日付 【5月1日】 注進 ／御家人公儀人の由 非常詰 召捕。 〔書簡〕朝ニ一度注進ニ付非常詰より繰出候て召捕、町御奉行へ差出候由、御家人公儀人之由

19 書簡 5月4日付 夜五ツ頃 
【5月1日】 吉原より柳原へ注進 ／御家人＜公儀人＞ （宅非常か） 召捕。 〔書簡〕先方にて召捕置、内々ニて為済候由

20 書簡 5月4日付 【5月1日】 廻り 駒形／刀差七人ほど 廻り 御廻り見て奔る。 〔書簡〕疵得死ヌ死ヌとて首押へ居候者有之ニ付、如何いたし事や相糺候処、刀差七人程之居候処、御廻り見候て奔候
と申候間帰候

21 慶応元年5月15日 【5月15日】 深川 深川／雅楽守様御家中と誰様御家中　 強談と申。 不知候得共明日より御留守之処最早始り申候

22 慶応元年5月15日 【5月15日】 廻り 向嶋通り／向嶋住浪人常ニブタヲ商ひいたし
者之由 一ノ手廻り 一ノ手廻りの時１人捕縛。 先刻御留守中注進有之、御組へ申遣候内逃候趣ニて再注進

23 慶応元年5月16日 昨夜 
【5月15日】

御徒目付源助・新徴組
屋敷同役共

蕎麦屋ニて／加藤五三郎殿家来と長沢兵吾殿
家来、相客町人、御足軽目付 新徴組（？）

蕎麦屋にて相客町人酒之上喧嘩、御足軽目付も加わり、自身番之内棒持出、御足軽
目付の頭を打出血、五三郎家来脇差を抜き、町人両人を疵付、兵吾家来其場より逃
帰＜家臣家来喧嘩＞。

御徒目付源助逢呉候様申ニ付逢候処、昨夜兵吾殿御家来九ツ半過帰、一通相糺候処御上屋敷ニて酒呑途中ニて腹痛之
為遅と申ニ付、外子細も無之ニ付御門入為致候処、只今飯田町〈新徴屋敷〉同役共より申遣／押付権十郎様より可有
之と申ニ付、即兵吾呼、内話いたし居候処へ権十郎殿より兵吾家来御糺筋有之間、其役向次第相渡候様申越候ニ付直
ニ達

24 慶応元年5月22日／23日 昨夜 
【5月22日】 阿部駿河守（ママ）様　桜田御門／

俣野市郎右衛門大炮組、権十郎殿、御物頭市郎兵衛御足軽、御旗本寄合
組27.8人、一ノ手寄合組、二ノ手寄合組、御物頭黒谷市郎兵衛・御足軽
組岡田為弥、御足軽組・造酒助御組・竹内御組

駿河守屋敷焼失、八代河岸へ駈付ける。「江戸火事始て出懸、誠タマケシ事也」 
＜火事＞

段々下火鎮火と相成候ニ付御城脇を廻ル／上杉門前ハケヘル持固候、其外ホート大筒押出候処も有之、大名出馬、火
元見の早乗、火消し体、噺を聞より弥増候、乍去道懸念ハ無之候、御取締威勢もおそろしきものニ御座候、消し模様
相成、諸家之固人数も追々引揚候故見計、御城御堀端廻り、百余之人数二行立廻候て御上屋敷へ帰候処夜明申

25 慶応元年閏5月18日
今晩七ッ時頃 

【閏5月18日】 
神田辺風下ニも有之様
ニ見請、油断不相成支
度（造酒助判断）

田安御殿出火／
一ノ手寄合組25人（高橋金蔵）、二ノ手寄合組25人（榊原十兵衛）、御物
頭２組46人、造酒助１組24人、御旗本組25人〈弓矢多組合也〉、酒井兵
部、新徴組50人位、大炮組50人余俣野市郎右衛門【計250人】

田安御殿出火。 
＜火事＞

八代洲河岸遠ふに参候趣ニ付走り行／八代洲河岸御人数追々詰候故一備ニいたし／今日将酒大夫ニ付進退伺、御城廻
候様差図ニ付、将々申達／相廻り明半頃御上屋敷へ帰

26 慶応元年6月23日 【6月23日】 廻り ／千住関御番細川家来 造酒助組 御組を連れて千住宿へ泊まりに参り、廻り方にて召捕。 其為宿場ニて御人数置候様表向願出候事ニは無之候得共、歎願模様此方より遣置

27 慶応元年7月4日 昨夜 
【7月3日】 非常詰（造酒助組） 人を疵付けた者のため即召捕。 庄右衛門昨夜非常詰ニて召捕者有之、人疵付候者ニ付即召捕、無拠南町御奉行へ差出候、口上書ハ隼人殿へ出候趣也

28 慶応元年7月11日 今暁七ツ頃 
【7月11日】 浅草後馬道寿司屋𠮷五郎／侍体の者 御物頭組（角田儀右衛門） 刀抜き乱暴。 御家中被遣候ては過分と角田儀右衛門呼、早々参候様申達

29 慶応元年7月13日 八ツ過 
【7月13日】

両国脇米沢町一丁目茶
屋福井屋

両国脇米沢町一丁目茶屋福井屋／（幕府）歩
兵5、60人位

今日米沢町出張之両御組50人、御備組75人、御足軽50人、新徴組150人、
325人位［内訳］柳原御殿：宅非常持一ノ手（犬塚甚之助）、二ノ手、物
頭組（角田儀右衛門）、旗本組（都筑林大夫）御上屋敷：非常詰・物頭組
50人、黐木坂：新徴組150人程（都筑東十郎）

無刀で棒鳶口を携へ西之方より駈来り、茶屋口壊、大乱妨／上屋敷では歩兵二百人程、
鉄炮打乱妨の風聞／歩兵1人茶屋に上り酒呑、酒代借りようとすると今払う様にと
喧嘩、町人共集、歩兵召捕自身番へ上て、小川町受取人を遣すよう申遣す、町人等
へ被召捕候てはと5、60人走り来り物不言茶口壊。

一ノ手之方ニて歩兵引揚、役人と掛合、不残引揚呉候様申付、追々御人数帰候趣申聞候、掛合模様懸念也／御組不残引揚、
一ノ手と当番ニ付掛合、難余義小川町組屋敷へ参候趣、新徴組続参候て郷原左衛尉殿と申歩兵頭と掛合、事落着相済、
歩兵役人三人同道神田橋連行、色々申含返候て事済／歩兵頭此方より御老中へ伺、夫々片付申候と申ニ付引別れ事済

30 慶応元年7月14日 昨日 
【7月13日】 廻り 千住こん梅／金策人４人（旗本　学問所役人）御徒組、大砲組 金策強談の旨注進、大砲組と金談する者と懸け合いのところ御徒が踏込み大砲組ご

と召捕る。

大炮組ともに召捕大戦いたし候得共先ツ疵不付無難ニ相済、大炮組之者へ御徒色々詫いたし漸相済、金索人ヲ三人召捕、
壱人被逃候由ニて、稽古所昨夜より差置候、御旗本之由、学文所役人模様ニも相聞候、三人とも黒羅紗筒袖、大小も
立派ニ見へ申候と申事也

31 慶応元年7月14日 昨日 
【7月13日】

米沢町より小川町途中／侍（白柄長刀さし少
酒機嫌） 高橋金助、新徴組 新徴組5、60人行列の中に白柄長刀さす酒気分の侍が入り、カラミ鎗で強く胸を突

かれ転んだ拍子に脇差が鞘から抜け、脇差を抜いたと新徴組に乱暴される。
例荒新徴柄からミの鎗を以胸強ク突候処、如何いたしや、転臥候拍子ニ脇さし鞘走り抜候処見、脇さし抜と大勢集り
鎗ニて無慙ニ打叩キ、又踏付、大騒いたし、夫より右屯所参り、頭郷原左衛門尉談評模様委細噺ニて大笑いたし

32 慶応元年7月15日 昨夜 
【7月14日】 深川／薩摩之者と真田之家来 石原御組（石原倉右衛門組） 昨夜深川にて石原御組が薩摩之者と真田之家来を召捕、内済した。 昨夜深川ニて石原御組薩摩之者と真田之家来召捕、内済いたし由也、日々よふニ召捕者有之候得共何分酒酔位ニて世

乱し徒ニは無之

33 慶応元年7月17日 昨夜 
【7月16日】 廻り ／2人程召捕者 廻り方 昨夜二人程廻り方が召し捕らえる。 昨夜二人程廻り方ニて召捕者有之由大盛り

※年月日（記事）は『松平造酒助江戸在勤日記』（神奈川県立歴史博物館所蔵）の日記に記された日付を示す。書簡については、「松平造酒助書簡」（鶴岡市郷土資料館所蔵）に	 記されている日付を記した。詳細な資料番号については以下の通り。
　NO. ７松平武右衛門文書86②-28　NO.8松平武右衛門文書86②-28　NO.12松平武右衛門文書147②-42／松平武右衛門文書97②-48　NO.18松平武右衛門文書168②-76　	 NO.19松平武右衛門文書168②-76　NO.20松平武右衛門文書168②-76
　小林登之助門弟：大砲組（造酒助は元治２年正月18日より大炮組（大砲組）と呼ぶ）
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表 2　『松平造酒助江戸在勤日記』・「松平武右衛門文書 造酒助書簡」における江戸市中取締事件
NO. 年月日（記事） 事件日付 注進元／発見者 場所／犯人 出動（遭遇した者） 事件の内容 その後の対応

1 元治元年10月15日 昨夜 
【10月14日】 廻り 日本橋辺、[　]丁目蕎麦屋前／会津ノ御家来 二ノ手寄合組（世話役長澤春之助）、登之助門弟（のちの大砲組） 春之助が廻りの際、日本橋辺で大勢大騒と遭遇、登之助門弟5人が居り抜刀振回と

報告、大酒酔の会津藩士捕獲、駕籠に入れて上屋敷稽古所へ連行。

町方役人其節即御町奉行届候者ニて、万一内々ニて為済□ 相成□ □ 御町奉行申ニ不及、御老衆始酒井ニて依怙取計
ひと嘸々是彼言ひ可被申、折角御家通りも能相成候処、ヶ様之事ニて彼是被申候ては大変、いかに会津とて不被為済
と早速御町奉行さし出候

2 元治元年10月14日／15日 水野藤彌
市谷御門・牛込御門内外／市谷・牛込辺悪徒
5人連れ（造酒助は番町辺御旗本住家故、旗
本之二三男と予想）

歩兵1人（被害者）
市谷御門・牛込御門内外此頃物騒、廻方へ心付けるようにと御達有／曲者は四五人
連にて歩行／歩兵壱人が肩を切られる／市谷御門外にて肩を叩かれたと思、八九町
歩行、宿に帰った処肩八寸位切られ六針縫う。

可相成は市谷・牛込辺悪徒何とかいたし、やつ付申度、歩兵壱人被切候、市谷御門外ニて肩をたゝかれ候と思、八九
町歩行、宿ニ帰候処肩八寸位被切、六針被縫候由、段々心付候て考候ヘハ五人連ニて行逢候節拍かれ候と覚候由申事
ニ御座候、私思候ヘハ番町辺御旗本住家故、旗本之二三男ニ可有之と色々打交セ之噺

3 元治元年10月17日
吉弥其為ニや別様やら
明前より権十郎殿へ出
候由【10月17日】

昨夜御老中水野和泉守
より御差図【10月16
日】

軍艦奉行支配深川新田島組屋敷水主同心御船
蔵番小林平助方／水戸浪士（天狗党残党）真
田帆之助・岩名昌之進

寄合組酒井吉弥ほか25人
水野和泉守よりお差図、軍鑑奉行支配深川新田嶋組屋敷水主同心御舩蔵番小林平助
方へ踏込、捕物の際に真田帆之助・岩名昌之進が脇指にて抵抗、打果たす。6名が
重軽傷を負う。

私・犬塚勝弥・秋松金三郎、其御備十人為警固として南町奉行松平石見守様へ参り、引移候趣申聞候、外書もの諸等
之者町奉行之手先ニ相渡候、石見守様へ逢候処、此方手先ニては取候事不相成候ニ付御老中へ申上候処、早速被打捕
感心いたし候と被仰候付、取押候積候処手向、無余義切付候、尤手捕いたし被仰付候ニ付生捕積ニいたし、五六人手
負いたし旨申述候処、夫々は深疵ニ無之や、切殺候とも少も不苦と被申候

4 元治元年10月19日／20日 七ツ頃支度出来ル【10
月19日】 同心より 下谷金杉上町ニて／岩名智恥三郎（岩名昌之

進弟） 藤助、非常詰8人世話役都丸嘉内、足軽 岩名昌之進弟智恥三郎住所を突止めた、人数出してほしいと同心より注進。下谷金
杉上町で同心に向より参る知らされ、行違に手を捻り六人で会所で足軽へ渡す。

縄掛一同警固いたし一通相糺し、智恥三郎と申ニ付直御町奉行連行相渡、八ツ時頃帰候、其節届面と相糺候口上書、
一体捕押模様委細書付ニいたし御用所へ出し、八ツ半過引取

5 元治元年10月25日
昨夜 

【10月24日】　踏み込
んだのは九ツ過

吉原より注進　 
御同心先達（北町奉行
所）

罪人　 川内正五郎、17人（寄合組か） 
御同心（北町奉行所）

吉原より注進、吉原では敵に油断させるよう変装してあそぶ。九ツ過に案内にて組
付いたところ、喉笛を切って果てた。短刀四寸三分位、懐中抜き身を入れていたに
違いない。一同おどろいた。

早速釣台ニのせ北町奉行ニ〈池田播磨守様へ〉さし出候由、例之通一同警固之為故玄関へ刀持行上候由、御町奉行被
逢、感心之趣丁寧ニ被申由、御手付衆も能働候為と田舎人口ニて称口いたし候処、御同心とも帰ニ一段丁寧之由、今
日町御奉行初て被逢候由、刀を持町御奉行玄関ニ持上候事ハ田舎人之為先にハ不知故持出、只今ハ仕来りと相成候由、
酒井之勢ひハおろしく事相成候

6 元治元年11月8日 【11月8日】 南町奉行松平石見守手
付同心　 深川松田町八幡前廻船問屋／長州藩士5人 非常詰20人、御備組頭榊原十兵衛、物頭１組（朝比奈十右衛門組）総勢

40人余　御同心

廻船問屋２階に長州藩士5人が町人風に身をやつし潜伏、目立たぬよう人数を出す
よう南町奉行より御指図、内梯子、外竹梯子２本から登り、カラミ鎗で髪をからめ、
召捕える。

金子其処々々へ入、脇さし短刀七八本有之、刀三本渋紙包いたし置候処、御同心持出候由、舩問屋亭主即公辺人捕候由、
書物等訳（沢）山有之、早速御町奉行松平石見守様引連相渡候処十兵衛被逢、誠大誉被致候由也

7 元治元年11月14日／
書簡11月15日付

昨夜九ツ頃乱妨【11月
13日】／昨暁 

【11月14日】

日本橋一丁目翁庵〈料
理屋〉 ／松平下総守家来2人 私御組（造酒助組） 酒酔い、障子縁二重の処を刀抜切、懐中なくなり当人叔母を呼遣したところ、酒井

様之御人数参と聞き逃亡、身体極り誰家来と色々申訳＜造酒助組初手柄＞。
両人神田橋稽古所ニ入置／四五人番ヲ付居候内色々噺仕候内／色々罪軽相成候様申候／此方之御留守居より先方之留
守居へ内々申遣候間、相戻候取斗之趣也／〔書簡〕私御組昨暁酒酔二人召捕之由、初てニて大イレ之由

8 書簡 11月15日付 此頃 御備組20人余（榊原十兵衛）、御物頭1組 此頃小栗と申す御旗本1200石取家へ十兵衛仰付られ、御備組20人余と御物頭１組
召し連れ参る。

〔書簡〕此頃小栗と申候御旗本千二百石取家へ十兵衛被仰付、御備組二十人余と御物頭一組召連参候処、古と違早速出
候由、十兵衛抔ハ必死極向候由

9 元治元年11月28日 【11月28日】 松平右京亮様御家来 三河町通／大乱暴人20人 御物頭2組、御備組 
＜出動なし＞ 大乱暴人20人酒屋を壊し大騒動、実は3人程酒酔高声出。 権十郎殿へ委曲申述候所、早々物頭二御組外御備御人数差出候様被御申聞候間、早速申達／町役人とも先方へ運行候

由〈尤中間体之者之由〉馬鹿々々敷事ニ逢候とて皆々大あきれ、夫々出不申様ニと達

10 元治元年12月12日 昨日 
【12月11日】 中間体之者 小林登之助門弟（のちの大砲組） 小林門弟が中間体の者に大石５、６個投げられ急所に当たり気絶。 医者を遣抔と大騒いたしとて大口説噺也、是迄市中廻りニて数十人召捕候得共、ヶ様事ハ今日初てなりとて大笑いた

し〈中間体者をハ縄を掛引来候由〉

11 元治元年12月12日 【12月12日】 堀江町二丁目駿河屋／桜井金助（堀江町二丁
目駿河屋へ先月引越候者） 御組（造酒助組） 浪人者が籠居のため穿鑿に行く。 御組ニて召捕候と皆々大勢ひ也

12 書簡 12月25日付／ 
書簡 1月19日付

十九日 
【12月19日】 ／小林登之助門弟（のちの大砲組） 紀太平五郎（御物頭組）

小林登之助門弟強金談でもしたのか2名呼出し御門内へ入れ、饗応之間に置き、紀
太平五郎一組引連固召捕るべきところ、刀を抜払被逃、御門を逃、抜き身を持った
者が屋敷から出る所を神田目付に見られる＜紀太平五郎失態＞。

〔書簡〕紀太平五郎、旧冬十九日小林門人召捕候様被仰付、御屋鋪ニて取逃し一々御糺候上差控出候処、壱人同道列座
なしニ何々不行届思召、伺之通差控被仰付候と、当役始て御叱と可申や、申渡候／ 足軽大味噌付候、御家を穢、如被
仰下、実ニ飯之上ノ蝿ニ御座候

13 「正月初ての捕者竹内組高
名図三日明」

今暁八過注進 
【1月3日】 深川仮宅佐野橘屋 佐野橘屋／佐竹手廻、一人ハ足軽 竹内主馬組20人 酒井家中を騙り往来の駕籠・挑灯を切などする、且強談し刀を抜く、深川佐野橘屋

へ至り、両人女と共に伏居、丸裸のところ捕縛。

両人共マルアタカ（丸裸ヵ）、女ハ東ノ部屋奔リ、緋縮緬無之、前へ手ヲフサキ、コ□（コヵ）ミテ二番備ノ前ヲ通候由、
其体絶言語シタリト申、男モフントシモ無之床ヨリハイ出ケシキ無慙ナル由、着物キセ縄ヲ掛、段々相糺候所佐竹手廻、
一人ハ足軽[　]ト申者ニテ、門ヲ忍出、表ニ相成候テハ私共斗ニ無之、門番人エモ難義掛候、ユルシ呉候様詫申候得共、
両人共縛、駕籠ニ入、御上屋敷引付、直ニ御町奉行連行引渡候由

14 元治2年正月11日／12日 （暮）六ツ過ぎ 
【1月11日】

外辻御番（中間が番所
へ）

松平伊賀守様御屋敷脇／伊賀守様御家中安原
小太郎・中根右門二郎・八木覚三・ 坂橋鉄次郎、
詫人 八木兼助

非常持三内組（中村伊兵衛）、物頭組二番非常持石原源四郎、宅非常持竹
内組（野沢源吉）、荒賀又右衛門・相良鋿之助物見、小一郎・安吉物見

辻番より伊賀守御屋敷脇で刀抜き大勢乱暴ありと注進、伊賀守様より八木兼助が出
て、詫びて事済、大勢は大ウソ唯４人大酒酔／昨日頃近所の者と闘論、行逢に四人
掛で一人たぶさ握り引き行くところ物見が大勢集まり、見物人を払った。

八木兼助と申侍体人出、市中騒奉懸御苦労入恐候、何卒別ニ子細も無之間聞済呉候様強て申付、いつれ御名前を承度
と申候所差出候とて皆々御笑、鳥渡なから大騒いたし、伊兵衛申ハ兼助何卒御性（姓）名承度と申ニ付名札渡来しと
申／昨夜之松平伊賀守様御家来八木兼助私所へ参り、昨夜色々奉懸苦労、内々ニて御済セ被下、有難奉存候、右之御
礼ニ罷出候とて口上書添差出候間、是も御用所へ差出

15 元治2年1月30日 此頃 ／公儀人9人 公儀人9人召捕など噺あり。 此頃も公義人九人迄召捕候抔と、馬鹿々々敷噺も有之、酒酔等者は召捕不申様申合セ

16 元治2年2月23日 【2月23日】 
（昼以降） 浅草萱町より 中村屋と申反物店／侍体者三人強談 岡吉、世話役、三内 侍体者三人強談、最早抜放つところと注進、岡吉が妙な体で駈行く。

其内御徒目付参り候て、御足軽目付遣候て宜可有之と申聞候得共夫ニは不及、其内世話役参候間、雨も降不申ニ付慰
ニ早々参候様ニと達、三内も参ル、其内三人とも帰候趣、又々注進ニ付、此迄ヶ様注進は書付町役印ニて遣候事故已
来入念候様ニと申達

17 元治2年4月3日 【4月3日】 牧淞太 松永町にて／御医師之若党 牧淞太 御医師之若党が松前伊豆守様中間を手切にしたところに行きかかる。
牧淞太来り只今松永町ニて御医師之若党、松前伊豆守様中間、御勘定奉行… 中間ヲ手切ニいたし処ニ行掛り、委細相
糺候得共不分、若党供先ニて慮外致され候模様、深疵よふニ見受候、番屋ニ三人とも揚り居候故一通り之糺一札如此
とて差出

18 書簡 5月4日付 【5月1日】 注進 ／御家人公儀人の由 非常詰 召捕。 〔書簡〕朝ニ一度注進ニ付非常詰より繰出候て召捕、町御奉行へ差出候由、御家人公儀人之由

19 書簡 5月4日付 夜五ツ頃 
【5月1日】 吉原より柳原へ注進 ／御家人＜公儀人＞ （宅非常か） 召捕。 〔書簡〕先方にて召捕置、内々ニて為済候由

20 書簡 5月4日付 【5月1日】 廻り 駒形／刀差七人ほど 廻り 御廻り見て奔る。 〔書簡〕疵得死ヌ死ヌとて首押へ居候者有之ニ付、如何いたし事や相糺候処、刀差七人程之居候処、御廻り見候て奔候
と申候間帰候

21 慶応元年5月15日 【5月15日】 深川 深川／雅楽守様御家中と誰様御家中　 強談と申。 不知候得共明日より御留守之処最早始り申候

22 慶応元年5月15日 【5月15日】 廻り 向嶋通り／向嶋住浪人常ニブタヲ商ひいたし
者之由 一ノ手廻り 一ノ手廻りの時１人捕縛。 先刻御留守中注進有之、御組へ申遣候内逃候趣ニて再注進

23 慶応元年5月16日 昨夜 
【5月15日】

御徒目付源助・新徴組
屋敷同役共

蕎麦屋ニて／加藤五三郎殿家来と長沢兵吾殿
家来、相客町人、御足軽目付 新徴組（？）

蕎麦屋にて相客町人酒之上喧嘩、御足軽目付も加わり、自身番之内棒持出、御足軽
目付の頭を打出血、五三郎家来脇差を抜き、町人両人を疵付、兵吾家来其場より逃
帰＜家臣家来喧嘩＞。

御徒目付源助逢呉候様申ニ付逢候処、昨夜兵吾殿御家来九ツ半過帰、一通相糺候処御上屋敷ニて酒呑途中ニて腹痛之
為遅と申ニ付、外子細も無之ニ付御門入為致候処、只今飯田町〈新徴屋敷〉同役共より申遣／押付権十郎様より可有
之と申ニ付、即兵吾呼、内話いたし居候処へ権十郎殿より兵吾家来御糺筋有之間、其役向次第相渡候様申越候ニ付直
ニ達

24 慶応元年5月22日／23日 昨夜 
【5月22日】 阿部駿河守（ママ）様　桜田御門／

俣野市郎右衛門大炮組、権十郎殿、御物頭市郎兵衛御足軽、御旗本寄合
組27.8人、一ノ手寄合組、二ノ手寄合組、御物頭黒谷市郎兵衛・御足軽
組岡田為弥、御足軽組・造酒助御組・竹内御組

駿河守屋敷焼失、八代河岸へ駈付ける。「江戸火事始て出懸、誠タマケシ事也」 
＜火事＞

段々下火鎮火と相成候ニ付御城脇を廻ル／上杉門前ハケヘル持固候、其外ホート大筒押出候処も有之、大名出馬、火
元見の早乗、火消し体、噺を聞より弥増候、乍去道懸念ハ無之候、御取締威勢もおそろしきものニ御座候、消し模様
相成、諸家之固人数も追々引揚候故見計、御城御堀端廻り、百余之人数二行立廻候て御上屋敷へ帰候処夜明申

25 慶応元年閏5月18日
今晩七ッ時頃 

【閏5月18日】 
神田辺風下ニも有之様
ニ見請、油断不相成支
度（造酒助判断）

田安御殿出火／
一ノ手寄合組25人（高橋金蔵）、二ノ手寄合組25人（榊原十兵衛）、御物
頭２組46人、造酒助１組24人、御旗本組25人〈弓矢多組合也〉、酒井兵
部、新徴組50人位、大炮組50人余俣野市郎右衛門【計250人】

田安御殿出火。 
＜火事＞

八代洲河岸遠ふに参候趣ニ付走り行／八代洲河岸御人数追々詰候故一備ニいたし／今日将酒大夫ニ付進退伺、御城廻
候様差図ニ付、将々申達／相廻り明半頃御上屋敷へ帰

26 慶応元年6月23日 【6月23日】 廻り ／千住関御番細川家来 造酒助組 御組を連れて千住宿へ泊まりに参り、廻り方にて召捕。 其為宿場ニて御人数置候様表向願出候事ニは無之候得共、歎願模様此方より遣置

27 慶応元年7月4日 昨夜 
【7月3日】 非常詰（造酒助組） 人を疵付けた者のため即召捕。 庄右衛門昨夜非常詰ニて召捕者有之、人疵付候者ニ付即召捕、無拠南町御奉行へ差出候、口上書ハ隼人殿へ出候趣也

28 慶応元年7月11日 今暁七ツ頃 
【7月11日】 浅草後馬道寿司屋𠮷五郎／侍体の者 御物頭組（角田儀右衛門） 刀抜き乱暴。 御家中被遣候ては過分と角田儀右衛門呼、早々参候様申達

29 慶応元年7月13日 八ツ過 
【7月13日】

両国脇米沢町一丁目茶
屋福井屋

両国脇米沢町一丁目茶屋福井屋／（幕府）歩
兵5、60人位

今日米沢町出張之両御組50人、御備組75人、御足軽50人、新徴組150人、
325人位［内訳］柳原御殿：宅非常持一ノ手（犬塚甚之助）、二ノ手、物
頭組（角田儀右衛門）、旗本組（都筑林大夫）御上屋敷：非常詰・物頭組
50人、黐木坂：新徴組150人程（都筑東十郎）

無刀で棒鳶口を携へ西之方より駈来り、茶屋口壊、大乱妨／上屋敷では歩兵二百人程、
鉄炮打乱妨の風聞／歩兵1人茶屋に上り酒呑、酒代借りようとすると今払う様にと
喧嘩、町人共集、歩兵召捕自身番へ上て、小川町受取人を遣すよう申遣す、町人等
へ被召捕候てはと5、60人走り来り物不言茶口壊。

一ノ手之方ニて歩兵引揚、役人と掛合、不残引揚呉候様申付、追々御人数帰候趣申聞候、掛合模様懸念也／御組不残引揚、
一ノ手と当番ニ付掛合、難余義小川町組屋敷へ参候趣、新徴組続参候て郷原左衛尉殿と申歩兵頭と掛合、事落着相済、
歩兵役人三人同道神田橋連行、色々申含返候て事済／歩兵頭此方より御老中へ伺、夫々片付申候と申ニ付引別れ事済

30 慶応元年7月14日 昨日 
【7月13日】 廻り 千住こん梅／金策人４人（旗本　学問所役人）御徒組、大砲組 金策強談の旨注進、大砲組と金談する者と懸け合いのところ御徒が踏込み大砲組ご

と召捕る。

大炮組ともに召捕大戦いたし候得共先ツ疵不付無難ニ相済、大炮組之者へ御徒色々詫いたし漸相済、金索人ヲ三人召捕、
壱人被逃候由ニて、稽古所昨夜より差置候、御旗本之由、学文所役人模様ニも相聞候、三人とも黒羅紗筒袖、大小も
立派ニ見へ申候と申事也

31 慶応元年7月14日 昨日 
【7月13日】

米沢町より小川町途中／侍（白柄長刀さし少
酒機嫌） 高橋金助、新徴組 新徴組5、60人行列の中に白柄長刀さす酒気分の侍が入り、カラミ鎗で強く胸を突

かれ転んだ拍子に脇差が鞘から抜け、脇差を抜いたと新徴組に乱暴される。
例荒新徴柄からミの鎗を以胸強ク突候処、如何いたしや、転臥候拍子ニ脇さし鞘走り抜候処見、脇さし抜と大勢集り
鎗ニて無慙ニ打叩キ、又踏付、大騒いたし、夫より右屯所参り、頭郷原左衛門尉談評模様委細噺ニて大笑いたし

32 慶応元年7月15日 昨夜 
【7月14日】 深川／薩摩之者と真田之家来 石原御組（石原倉右衛門組） 昨夜深川にて石原御組が薩摩之者と真田之家来を召捕、内済した。 昨夜深川ニて石原御組薩摩之者と真田之家来召捕、内済いたし由也、日々よふニ召捕者有之候得共何分酒酔位ニて世

乱し徒ニは無之

33 慶応元年7月17日 昨夜 
【7月16日】 廻り ／2人程召捕者 廻り方 昨夜二人程廻り方が召し捕らえる。 昨夜二人程廻り方ニて召捕者有之由大盛り

※年月日（記事）は『松平造酒助江戸在勤日記』（神奈川県立歴史博物館所蔵）の日記に記された日付を示す。書簡については、「松平造酒助書簡」（鶴岡市郷土資料館所蔵）に	 記されている日付を記した。詳細な資料番号については以下の通り。
　NO. ７松平武右衛門文書86②-28　NO.8松平武右衛門文書86②-28　NO.12松平武右衛門文書147②-42／松平武右衛門文書97②-48　NO.18松平武右衛門文書168②-76　	 NO.19松平武右衛門文書168②-76　NO.20松平武右衛門文書168②-76
　小林登之助門弟：大砲組（造酒助は元治２年正月18日より大炮組（大砲組）と呼ぶ）
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『松平造酒助江戸在勤日記』に見る江戸市中取締



　

元
治
元
年
三
月
よ
り
江
戸
に
在
勤
し
、
造
酒
助
と
大
変
親
し
い
中
村
三
内
は
、
造

酒
助
父
鶴
翁
（
武
右
衛
門
久
徴
）
宛
の
書
簡
に
お
い
て
「
秋
頃
よ
り
ハ
追
々
市
中
も

穏
ニ
相
成
、
旧
冬
ニ
罷
成
候
て
ハ
別
て
何
事
も
不
聞
、
弥
御
静
謐
ニ
相
成
候
模
様
ニ

て
、
於
私
共
も
安
心
不
過
之
候
、
市
中
昼
夜
廻
り
等
ハ
不
相
替
廻
り
御
座
候
得
共
、

誠
ニ
為
差
儀
も
無
御
座
、
役
廻
り
之
様
ニ
罷
成
申
候（

（2
（

」
と
記
し
、
元
治
元
年
秋
頃
よ

り
市
中
も
穏
や
か
に
な
り
、
冬
に
は
静
謐
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。〔
表
2
〕
を
見

て
も
、
世
の
中
が
安
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
十
二
月
後
半
よ
り
事
件
が
減
っ
て
お
り
、

不
逞
浪
士
捕
縛
と
い
っ
た
町
奉
行
所
指
図
の
捕
り
物
も
無
く
な
っ
て
い
る
。
起
こ
る

の
は
酒
酔
い
の
上
の
乱
暴
や
抜
刀
騒
ぎ
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化

に
伴
い
、
庄
内
藩
の
江
戸
市
中
取
締
も
対
応
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。

　

庄
内
藩
は
そ
れ
ま
で
市
中
取
締
で
捕
縛
し
た
者
は
町
奉
行
所
へ
連
行
す
る
と
い
う

姿
勢
を
見
せ
て
い
た
が
、
十
二
月
二
九
日
付
「
造
酒
助
書
簡
」
に
よ
る
と
、

一
、
御
組
酒
酔
召
捕
候
事
無
余
義
事
、
刀
抜
者
抔
と
を
不
召
捕
、
却
御
不
首
尾
と
申

事
ニ
相
成
居
候
得
共
、
御
組
ニ
て
召
捕
候
者
内
々
ニ
て
下
総
守
様
被
相
返
候
、
是

迄
皆
町
奉
行
へ
差
出
候
得
共
、
是
よ
り
ヶ
様
者
ハ
内
々
ニ
て
事
為
済
候
事
、
是
迄

よ
り
ハ
能
取
斗
い
た
し
候
手
始
ニ
御
座
候
、
此
後
ハ
尚
又
召
捕
候
節
、
於
其
場
ニ

て
逃
候
積
申
含
置
候
、
庄
内
ニ
て
考
候
よ
り
此
方
定
六
ヶ
敷
事
御
座
候（

（2
（
　

十
一
月
十
三
日
の
松
平
下
総
守
家
中
の
事
件
の
際
、
内
々
に
返
し
た
こ
と
も
あ
り
、

今
後
は
酒
酔
い
の
者
は
連
行
せ
ず
、
内
々
に
済
ま
せ
る
こ
と
と
し
た
と
記
し
て
い
る
。

そ
の
場
で
逃
が
す
こ
と
も
含
ま
れ
て
お
り
、
庄
内
で
考
え
た
よ
り
も
江
戸
の
定
は
難

し
い
と
述
べ
て
い
る
。
召
捕
っ
た
犯
人
を
町
奉
行
所
へ
届
け
ず
内
々
で
事
態
を
収
拾

す
る
と
し
て
お
り
、
庄
内
藩
江
戸
市
中
取
締
が
町
奉
行
所
か
ら
独
立
し
た
組
織
に
変

化
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

亀
川
泰
照
氏
は
慶
応
二
年
の
江

戸
打
ち
こ
わ
し
の
事
例
か
ら
町
奉

行
所
と
酒
井
家
（
大
砲
組
）
の
江

戸
市
中
取
締
が
全
く
統
一
性
を
欠

い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
両
者

間
に
意
識
的
対
立
が
内
在
し
て
い

た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（2
（

が
、

元
治
元
年
段
階
で
は
町
奉
行
所
と

庄
内
藩
市
中
取
締
と
の
間
で
意
識

的
な
対
立
の
様
子
は
全
く
見
ら
れ

ず
、
町
奉
行
所
か
ら
の
指
図
を
受

け
、
共
同
し
て
捕
縛
を
行
っ
て
い

る
。
造
酒
助
は
手
柄
を
上
げ
る
こ

と
よ
り
も
「
捕
手
遣
候
故
甚
心
配
落
付
不
申
、
今
日
手
疵
得
不
申
に
や
と
心
配
至
極

気
掛
」［
十
三
冊
十
一
月
八
日
］
と
、
む
し
ろ
遣
わ
し
た
者
が
怪
我
を
し
な
い
か
と
心
配

し
て
い
る
。

　

元
治
二
年
よ
り
は
町
奉
行
所
と
の
関
係
性
は
薄
れ
る
が
、『
日
記
』・「
造
酒
助
書

簡
」
に
お
い
て
町
奉
行
所
同
心
ら
と
職
権
争
い
を
し
て
い
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。

造
酒
助
庄
内
帰
郷
後
、
慶
応
元
年
八
月
以
降
翌
年
ま
で
に
町
奉
行
所
と
対
立
関
係
と

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
亀
川
氏
が
取
り
扱
っ
た
事
例
が
酒
井
家
と
い
っ
て
も

大
砲
組
・
新
徴
組
で
あ
り
、
庄
内
藩
全
体
の
方
針
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
注
意
が
必

要
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
日
記
』・「
造
酒
助
書
簡
」
の
記
述
を
も
と
に
、
庄
内
藩
に
よ
る
江 図 6　捕物の様子　『日記』 [ 二一冊 ] （表２NO.13）
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戸
市
中
取
締
の
実
態
に
迫
っ
た
。

　

第
一
に
、
そ
れ
ま
で
複
数
藩
に
て
対
応
し
て
い
た
江
戸
市
中
取
締
が
、
庄
内
藩
一

手
持
と
な
る
に
伴
い
、
行
わ
れ
た
変
革
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
庄
内
藩
が
一
手

持
と
な
っ
た
理
由
は
、
第
二
次
長
州
征
伐
に
よ
る
将
軍
進
発
に
よ
り
他
藩
は
引
き
上

げ
と
し
、
留
守
中
は
庄
内
藩
一
手
に
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
造
酒

助
は
進
発
で
将
軍
不
在
と
な
る
慶
応
元
年
五
月
十
六
日
よ
り
、
一
手
持
体
制
と
な
る

と
認
識
し
て
い
た
。

　

江
戸
市
中
取
締
が
庄
内
藩
一
手
持
と
な
る
に
あ
た
り
、
幕
府
大
小
目
付
よ
り
留
守

中
は
厳
重
に
廻
る
よ
う
に
と
の
沙
汰
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
造
酒
助
は

庄
内
藩
士
・
新
徴
組
・
大
砲
組
な
ど
江
戸
市
中
取
締
を
勤
め
る
組
の
う
ち
、
一
日
に

つ
き
十
三
組
が
廻
り
を
行
え
る
よ
う
、
そ
れ
ま
で
「
非
常
詰
・
宅
非
常
持
・
廻
り
・

大
非
番
」
の
四
日
一
単
位
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
、
廻
り
を
増
や
し
た
五
日
一
単
位

と
し
て
市
中
見
廻
り
を
強
化
し
た
。
ま
た
、
廻
り
の
形
態
も
、
昼
廻
り
を
止
め
夜
ば

か
り
に
し
、
羽
織
・
提
灯
を
持
た
ず
に
廻
り
を
行
う
「
忍
び
廻
り
」
と
す
る
な
ど
、

強
化
し
て
い
る
様
子
を
明
ら
か
に
し
た
。
造
酒
助
は
こ
れ
ら
を
将
軍
留
守
中
の
対
応

と
認
識
し
て
い
た
が
、
造
酒
助
在
勤
中
に
将
軍
が
江
戸
に
戻
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の

後
も
複
数
藩
の
体
制
に
戻
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

次
に
、
造
酒
助
が
直
面
し
た
江
戸
市
中
取
締
の
事
件
を
取
上
げ
た
。『
日
記
』・「
造

酒
助
書
簡
」
に
記
さ
れ
た
事
件
は
管
見
の
限
り
三
〇
回
を
超
え
、
一
日
に
複
数
回
捕

り
物
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
江
戸
城
周
辺
で
の
火
災
や
大
規
模
な
騒
動
か
と

思
わ
れ
る
際
に
は
総
勢
三
〇
〇
人
を
超
え
る
庄
内
藩
士
・
新
徴
組
・
大
砲
組
ら
の
出

動
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
の
治
安
維
持
は
元
来
町
奉
行
所
の
管
轄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
幕
末
期
、

江
戸
の
治
安
維
持
を
担
う
江
戸
市
中
取
締
が
複
数
の
藩
へ
命
じ
ら
れ
た
。
元
治
年
間

の
庄
内
藩
の
例
で
み
る
と
、
捕
縛
し
た
犯
人
は
全
て
町
奉
行
所
へ
連
行
す
る
こ
と
と

し
、
町
奉
行
所
の
指
図
で
不
逞
浪
士
の
捕
縛
を
行
う
な
ど
、
町
奉
行
所
配
下
の
よ
う

な
働
き
を
し
て
お
り
、
江
戸
市
中
取
締
は
町
奉
行
所
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
も
の
だ

っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
市
中
が
静
謐
と
な
り
、
町
奉
行
所
指
図
に
よ
る
不
逞
浪
士
の

捕
縛
も
な
く
、
庄
内
藩
へ
注
進
が
酒
酔
い
で
の
抜
刀
事
件
ば
か
り
に
な
る
と
、
捕
縛

し
た
犯
人
を
町
奉
行
所
へ
届
け
ず
、
直
接
所
属
す
る
藩
へ
引
き
渡
す
な
ど
、
庄
内
藩

独
自
の
判
断
で
内
々
で
済
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
江
戸
市
中
取
締
は

町
奉
行
所
と
の
関
係
が
薄
れ
、
独
立
し
た
組
織
へ
と
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
庄
内
藩
の
江
戸
市
中
取
締
の
体
制
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、

造
酒
助
出
府
以
前
の
江
戸
市
中
取
締
の
体
制
、
造
酒
助
が
庄
内
へ
下
っ
た
後
の
体
制

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
編
纂
物
で
は
な
く
、
作
成
さ
れ
迅
速

に
国
元
に
送
ら
れ
た
『
日
記
』
や
「
造
酒
助
書
簡
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
江

戸
に
あ
っ
た
造
酒
助
の
様
子
や
そ
の
時
の
思
考
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

『
日
記
』・「
造
酒
助
書
簡
」
に
記
さ
れ
た
見
解
は
造
酒
助
の
一
方
的
な
も
の
で
あ
る
。

同
時
代
の
市
中
取
締
に
従
事
し
た
庄
内
藩
士
に
よ
る
記
録
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
資
料
と
の
比
較
検
討
も
必
要
だ
と
考
え
る
。

凡
例

  

※　
『
日
記
』
か
ら
の
出
典
箇
所
は
［
〇
〇
冊
〇
月
〇
日
］ 

と
示
し
た
。「
造
酒
助
書
簡
」
か
ら
の

出
典
箇
所
は
、
武
右
衛
門
文
書
番
号
と
と
も
に
、
科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
掲
載
の
松

平
武
右
衛
門
文
書
造
酒
助
書
簡
リ
ス
ト
の
書
簡
種
類
番
号
［
〇
－
00
］
を
示
し
た
。

  
※　

資
料
引
用
で
二
行
割
書
の
部
分
は
〈　

〉
で
括
り
、
文
字
ポ
イ
ン
ト
を
小
さ
く
し
て
一
行
書

き
に
改
め
た
。
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『松平造酒助江戸在勤日記』に見る江戸市中取締



註（
1
）
筆
者
は
古
宮
雅
明
氏
（
元
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
学
芸
員
）
と
共
に
『
日
記
』
の
翻
刻
を

開
始
し
、
当
『
研
究
報
告
』
に
順
次
発
表
し
て
い
た
。
そ
の
後
科
学
研
究
費
の
助
成
を
受
け

『
日
記
』「
造
酒
助
書
簡
」
双
方
の
研
究
を
開
始
し
た
。
そ
の
成
果
は
科
学
研
究
費
研
究
成
果

報
告
書
『
幕
末
期
地
方
藩
士
に
よ
る
江
戸
在
勤
日
記
の
基
礎
的
研
究
』（
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費

JP18K
00951　

研
究
代
表
者
：
根
本
佐
智
子
、
研
究
協
力
者
：
古
宮
雅
明
・
寺
西
明
子
・
神

谷
由
香
）
に
ま
と
め
た
。
ま
た
そ
の
成
果
公
開
と
し
て
特
別
陳
列
「
松
平
造
酒
助
江
戸
在
勤

日
記
─
武
士
の
絵
日
記
─
」
展
（
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館　

二
〇
二
三
）
を
担
当
し
た
（
寺

西
明
子
と
共
同
）。

（
2
）
今
野
章
「
庄
内
藩
江
戸
市
中
取
締
に
つ
い
て
」（『
日
野
市
立
新
選
組
の
ふ
る
さ
と
歴
史
館
叢

書
第
十
輯　

新
徴
組
─
江
戸
か
ら
庄
内
へ
剣
客
集
団
の
軌
跡
─
』
日
野
市　

二
〇
一
二
）。
ま

た
今
野
氏
は
企
画
展
「
庄
内
藩
江
戸
市
中
取
締
展
」（
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館　

二
〇
〇
五
）、

酒
井
家
入
部
四
〇
〇
年
記
念
企
画
展
「
庄
内
藩
江
戸
市
中
取
締
展
～
庄
内
藩
士
松
平
造
酒
助

が
み
た
幕
末
の
江
戸
～
」（
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館　

二
〇
二
二
）
も
担
当
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）「
文
久
新
聞
二
」
東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
鶴
岡
市
史
資
料
編　

荘
内
史
料
集
一
六
－
一　

明

治
維
新
史
料　

幕
末
期
』（
鶴
岡
市　

一
九
八
九
）

（
4
）
こ
の
「
急
速
御
人
数
繰
出
候
節
御
用
取
調
掛
」
拝
命
は
、
秋
保
政
右
衛
門
の
推
薦
に
よ
る
も

の
で
、『
日
記
』［
六
冊
九
月
二
八
日
］
に
は
、
造
酒
助
の
意
見
に
政
右
衛
門
が
「
至
極
尤
い

た
し
」、
翌
日
「
昨
日
私
申
述
候
云
々
ニ
て
政
右
衛
門
へ
被
頼
、
今
朝
権
十
郎
殿
へ
参
り
是
非

と
も
軍
事
掛
不
被
仰
付
候
は
不
相
済
、
必
死
と
懸
り
候
間
御
含
置
御
噺
い
た
し
候
と
申
事
也
」

と
あ
る
。
庄
内
へ
下
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
政
右
衛
門
が
、
後
任
と
し
て
造
酒
助
を
選
ん
だ
。

（
5
）『
日
記
』［
十
九
冊
十
二
月
朔
日
］

（
6
）
拙
稿
「
松
平
造
酒
助
の
江
戸
在
勤
」（
前
掲　

科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
）

（
7
）「
東
役
飛
翰
」（
一
一
、
一
三
、
一
四　

立
正
大
学
図
書
館
（
古
書
資
料
館
）
所
蔵
）
に
つ
い

て
は
、
仲
泉
剛
「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
庄
内
藩
士
の
江
戸
体
験
─
「
東
役
飛
翰
」
の
分
析

を
通
じ
て
─
」（『
立
正
史
学
』
一
二
六
号　

二
〇
一
九
）
に
詳
し
い
。

（
8
）「
東
役
飛
翰
」
に
お
け
る
体
制
に
つ
い
て
は
、
古
宮
雅
明
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
9
）
仲
泉
剛
「
根
本
佐
智
子
氏
報
告
「
松
平
造
酒
助
の
江
戸
在
勤
」
参
加
記
」『
岡
山
藩
研
究
』
九

三
号
（
岡
山
藩
研
究
会　

二
〇
二
三
）

（
10
）
註
2
と
同
じ
。
今
野
氏
は
、
主
に
「
造
酒
助
書
簡
」（
元
治
二
年
）
三
月
九
日　

松
平
武
右
衛

門
文
書
213 

②
－
61
、「
造
酒
助
書
簡
」（
元
治
元
年
）
四
月
六
日　

松
平
武
右
衛
門
文
書
195
②

－
68
を
引
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）「
造
酒
助
書
簡
」（
元
治
二
年
）
三
月
九
日　

松
平
武
右
衛
門
文
書
213
②
－
61

（
12
）「
聞
書
雑
書
」（
SL
資
料
一
二
一
－
五　

鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
所
蔵
）

（
13
）
前
掲
今
野
論
文
で
も
、「
廻
り
が
二
日
連
続
で
続
く
こ
と
も
あ
っ
た
」
と
し
て
こ
の
書
簡
を
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）「
造
酒
助
書
簡
」（
慶
応
元
年
）
五
月
二
三
日　

松
平
武
右
衛
門
文
書
81
②
－
78

（
15
）「
造
酒
助
書
簡
」（
元
治
二
年
）
三
月
九
日　

松
平
武
右
衛
門
文
書
213
②
－
61

（
16
）「
造
酒
助
書
簡
」（
慶
応
元
年
）
五
月
二
三
日 

松
平
武
右
衛
門
文
書
172
②
－
80

（
17
）
註
2
と
同
じ

（
18
）「
造
酒
助
書
簡
」（
慶
応
元
年
） 

閏
五
月
十
四
日  

松
平
武
右
衛
門
文
書
63
②
－
86

（
19
）「
造
酒
助
書
簡
」（
元
治
元
年
） 

十
一
月
十
五
日　

松
平
武
右
衛
門
文
書
202
②
－
29　

（
20
）「
中
村
三
内
書
簡
」（
元
治
二
年
） 

正
月
二
日　

松
平
武
右
衛
門
文
書
193
【
参
考
7
】

（
21
）「
造
酒
助
書
簡
」（
元
治
元
年
） 

十
二
月
二
九
日　

松
平
武
右
衛
門
文
書
37
②
－
44

（
22
）
亀
川
泰
照
「
市
中
取
締
に
お
け
る
召
捕
り
行
為
─
慶
応
の
江
戸
打
ち
こ
わ
し
中
の
五
嶋
一
件

を
通
じ
て
─
」（『
駒
沢
史
学
』
五
四 

一
九
九
九
）

〔
付
記
〕

　

資
料
閲
覧
に
際
し
て
は
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
、
今
野
章
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
古
宮
雅
明
氏
に
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
心

よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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